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第２期長野県上伊那地域 基本計画 

 

１ 基本計画の対象となる区域（促進区域） 

（１）促進区域 

設定する区域は、令和５年９月１日現在における長野県伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島

町、南箕輪村、中川村、宮田村を含む行政区域とする。概ねの面積は 13万 5000ｈａ程度である。 

本区域は南アルプス国立公園、中央アルプス国定公園、三峰川水系県立公園、塩嶺王城県立公園及び

天竜小渋水系県立公園の区域、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣

保護区及び、環境省が自然環境保全基礎調査で選定した特定植物群落、国内希少野生動植物種の生息

（繁殖・越冬・渡り環境）・生育域等を含むものであるため、「８ 環境の保全その他地域経済牽引事業

の促進に際し配慮すべき事項」において環境保全のために配慮を行う事項を記載する。 

なお、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域、絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の保存に関する法律に規定する生息地等保護区、自然環境保全法に規定する都道府

県自然環境保全地域、生物多様性の観点から重要度の高い湿地、自然再生推進法に基づく自然再生事

業の実施地域、シギ、チドリ類渡来湿地及び国内希少野生動植物種の生息（繁殖・越冬・渡り環境）・

生息域等は、本区域には存在しない。（「長野県鳥獣保護区等位置図」及び「環境省が自然環境保全基礎

調査で選定した特定植物群落」参照） 
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中央アルプス国定公園 

 

天竜小渋水系県立公園 

塩嶺王城県立公園 
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「長野県鳥獣保護区等位置図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 3 ~ 
 

「環境省が自然環境保全基礎調査で選定した特定植物群落」 
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（２）地域の特色（地理的条件、インフラの整備状況、産業構造、人口分布の状況等） 

本区域は、長野県の南部に位置し、南東側は南アルプスを境に山梨県と静岡県に接し、西側は中央ア

ルプスを境に木曽地域に接している。２つのアルプスに抱かれた中央部には伊那盆地が開け、天竜川

や三峰川、その支流をあわせて南下し、扇状地や河岸段丘が形成されており、その上段からは広大なパ

ノラマが展開している。 

農業、工業、商業がバランスよく発展してきた本区域は、天竜川水系の豊富な水や昼夜の温度差が大

きく冷涼な内陸性気候、山河の豊かな自然に恵まれるなど自然を生かし、豊かな農作物と食文化を発

達させてきた。現在では機械、電機、自動車部品などのハイテク産業のほか、味噌や寒天などの食品産

業も多く立地しており、また、水稲や花卉、リンゴやぶどうなどの果物を中心とする農業が盛んに行わ

れ、豊富な森林を活用した林業の従事者もここ数年増加傾向である。 

本区域は、交通条件として、中央自動車道が圏域の中央を南北に貫き、伊北、伊那、駒ヶ根の３つの

ＩＣを有し、区域中心部から中京圏を150ｋｍ（約２時間）、東京圏を200ｋｍ（約３時間）で結んでい

る。 

平成29年度に小黒川ＰＡ、平成30年度には、駒ヶ岳ＳＡにスマートインターチェンジが整備され、中

京圏・関東圏へのアクセスが一層充実した。 

幹線道路では、中央自動車道と平行するように国道153号、その東側を国道152号が、それぞれ南北を

走り、国道361号が本地域から西へ伸び国道19号と接続するなど、本区域と諏訪地域、南信州地域、木

曽地域などの他地域とが結ばれている。平成30年、国道153号バイパスが整備され、伊北ＩＣから駒ヶ

岳ＳＡ間のアクセスも充実してきている。 

鉄道では、東海旅客鉄道株式会社飯田線が南北に走り、南は中京圏と結び、北では辰野駅で中央本線

と接続し、中信地域、関東圏とそれぞれ結ばれている。2027年には、飯島町、中川村から車で30分程

度、伊那市、駒ヶ根市からは40分程度の位置にリニア中央新幹線の長野県駅（仮称）が開業を予定して

おり、移動時間は大幅に縮減する予定である。 

また、本区域では、国立大学法人信州大学（以下、「信州大学」という。）農学部や、長野県看護大学、

信州豊南短期大学などの知財を活用した産学官の連携により、「伊那谷アグリイノベーション推進機

構」、「スマート看護・福祉研究会」など、地域企業の新分野への進出や新技術の開発など、地域産業の

新たな展開を模索している。 

人口は平成 17年の 19万 2,703人をピークに減少局面に入り、令和２年時点の人口は 17万 9,892人

で、年齢３区分別人口は、年少人口（15 歳未満）２万 2,489 人（12.5％）、生産年齢人口（15 歳から
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64 歳 ） ９ 万 8,414 人

（54.7％）、老年人口（65歳

以 上 ） ５ 万 5,999 人

（31.1％）となっている。

国立社会保障・人口問題研

究所による将来推計人口

（平成 30年推計）では、当

地域の総人口はこのまま減

少を続け、令和 27年には 13

万人台になることが推計さ

れる。年少人口と生産年齢

人口割合は減少する一方、

老年人口割合は増加し、令

和 27 年には総人口の約

42％を占める見込みとなっ

ている。 

当地域でも、働き手の減

少により、全産業を通じ、労働力の不足が中長期的な最重要課題であり、地域産業の規模を維持し、持

続的に発展していくために各産業において生産性の向上が求められている。 

 

 

  

出典：RESAS 
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２ 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 

（１）目指すべき地域の将来像の概略 

 当該区域は、雇用者数の約３割以上、売上高の５割近く、付加価値額の５割近くが製造業となってお

り、製造業を中心とした経済構造をなしている。高付加価値の電子部品・デバイス関連や機械器具の製

造を行っている企業や高い金属加工技術等を伴った企業が集積していることを背景に、成長性の高い

新事業への参入を後押しするとともに生産性改革を進め、質の高い雇用の創出を行う。 

 また、製造業における質の高い雇用の創出が、域内の雇用者数の約２割を占める卸売・小売業や５割

弱の雇用を吸収しているサービス業等の地域内の他の産業にも高い経済的波及効果をもたらすよう、

地域外との取引で獲得した需要が雇用者の給与増を通じて地域内で好循環する状況を目指す。 

 当地域は首都圏と中京圏の中間に位置し、中央自動車道伊北・伊那・駒ケ根の３つのインターチェン

ジ、小黒川、駒ケ岳の２つのスマートインターチェンジを有することから交通・物流の結節点であり、

2027年にはリニア中央新幹線の長野県駅の開業が見込まれることから、地域経済への影響も期待され、

地域内の成長ものづくり関連産業の推進はもちろん、県外からの関連産業の誘致を推進していく。 

また、当地域ではヘルスケアにおいて地域の中核となる企業が立地していることから、こうした企

業の事業拡大や、信州大学、長野県工業技術総合センター等の試験研究機関との連携による研究開発

を支援するとともに、医工連携によるヘルスケア関連産業への参入を促進することにより、更なる産

業振興を目指す。 

さらに、当地域では寒暖差の大きさを活用した果樹や花卉などの農産物を多く産出しているととも

に豊富な森林資源と、そこから生まれる豊富な水資源を活用した小水力発電やバイオマスエネルギー

の活用も盛んであり、こうした第１次産業と製造業との連携による６次産業化と再生可能エネルギー

の利活用をさらに進め、第１次産業の振興と循環型社会の形成を進めていく。 

当地域が抱える多数の史跡、自然等の観光資源や遊休農地の有効活用を図る企業等と連携した観光

コンテンツづくりなど、地域の資源を活用して地域外から観光客を呼び込めるような観光地域づくり

を目指していく。 

当区域内のほぼ中央に位置する伊那 ICは、東京から約 210km（約３時間）、名古屋から約 170km（約

２時間）の距離にあり２大都市圏へのアクセスが良好である。さらに今後、国道 153号伊那バイパス、

国道 153 号伊駒アルプスロード、三遠南信自動車道等が開通することで物流の効率化や交通利便性の

向上が見込まれ、新たなヒトやモノの流れによる経済活動を生み出す場の形成が期待される。加えて、

令和６年度からはトラックドライバーの時間外労働の 960 時間上限規制と改正改善基準告示が適用さ

れ、労働時間が短くなることで輸送能力が不足し、「モノが運べなくなる」可能性が懸念されており、

２大都市圏の中間に位置する当区域は、今後、中継輸送、倉庫業の拠点として引き合いが強くなること

が見込まれるため、これら中継輸送の取り込みに力を入れる。 

当区域の 65 歳以上人口割合は、2020年時点で 31.66％と全県の 31.59％と大きな差はないが、2045

年の推計では 42.85％となり、同年の全県推計 41.7％と 1％以上の差が生まれ、今後、他地域に比べて

高齢化が加速することが予測されている。一方、上伊那医療圏は長野県内 10の二次医療圏の中で、人

口 10万人あたりの医師数が８位、病院病床数が９位となっており、今後、医療需要は増加するが、医

療供給は少ない地域となっている。今後、当区域内の自治体においては、医療機関、試験研究機関を中

心に据え、健康・美容・福祉をはじめとしたサステナブルなヘルスケア分野の民間事業者と連携し、当
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区域の特性にあった支援・サービス提供体制の構築を推進していく。 

 

（２）経済的効果の目標 

【経済的効果の目標】 

 現 状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業による付加価値創出額  1914百万円 5454百万円 185% 

（算定根拠） 

現状については、令和３年経済センサスの１事業所当たり平均付加価値額（対象業種：5,039万円）

×牽引事業計画承認件数（実績：38件）の値とする。 

  業種別（大分類）付加価値増加額は、令和３年経済センサスの１事業所あたりの純付加価値額

とし、地域経済牽引事業の新規事業件数は、立地希望相談件数などから推計し、22 件とし、地

域経済牽引事業の域内への波及効果は、平成 27年長野県産業連関表 産業別 生産波及とする。 

 

地域の特性及び 

活用する分野 
大分類 件数 

１事業所あたりの

付加価値増加額 
波及効果 

目標値（付加

価値創出額） 

①先進的ものづくり

分野 

製造業 3 220.83  1.25 828.11  

情報通信業 1 52.44  1.41 73.94  

②成長ものづくり分

野 

製造業 3 220.83  1.25 828.11  

情報通信業 1 52.44  1.41 73.94  

③産学連携を活用し

たヘルスケア分野 

製造業 1 220.83  1.25 276.04  

生活関連サービス業 1 42.50  1.27 53.98  

④地域資源・環境・エ

ネルギー分野 

製造業 2 220.83  1.25 552.07  

卸売業，小売業 1 42.50  1.27 53.98  

サービス業 1 42.50  1.27 53.98  

⑤６次産業化分野 農業 1 42.50  1.28 54.40  

製造業 1 220.83 1.25 276.03  

⑥観光・スポーツ・文

化・まちづくり分

野 

卸売業，小売業 1 42.50  1.27 53.98  

サービス業 1 42.50  1.27 53.98  

⑦商業・物流関連分

野 

運輸・郵便業 1 104.62 1.40 146.47  

卸売業，小売業 1 42.50 1.27 53.98  

⑧サステナブルなヘ

ルスケア分野 

生活関連サービス業 1 42.50 1.27 53.98  

サービス業 1 42.50 1.27 53.98  

合計  22   3540.9  

平均     160.95  
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３ 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 

本基本計画において、地域経済牽引事業とは以下の（１）～（３）の要件を全て満たす事業をいう。 

（１）地域の特性の活用 

「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の

特性に関する事項」において記載する地域の特性の活用戦略に沿った事業であること。 

（２）高い付加価値の創出 

事業計画期間を通じた地域経済事業による付加価値増加分が 4,250 万円（長野県全産業の１事業所あ

たり純付加価値額（令和３年経済センサス－活動調査）を上回ること。 

（３）地域の事業者に対する相当の経済的効果 

事業計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において、以下のいずれかの効果

が見込まれること。 

① 促進区域に所在する事業者間での取引額が開始年度比で６．３％増加すること 

② 促進区域に所在する事業者の売上げが開始年度比で６．３％増加すること 

③ 促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で８．０％増加すること 

 

なお、（２）、（３）については地域経済牽引事業計画の計画期間が５年の場合を想定しており、それよ

りも計画期間が短い場合は、計画期間で按分した値とする。 

 

  



~ 9 ~ 
 

４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域（重点促進区域）

を定める場合にあっては、その区域 

（１）重点促進区域 

重点促進区域は、以下の大字及び字の区域とする。 

なお、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区及び自然公園法

に規定する国立公園・国定公園は本重点促進区域には存在しない。 

なお、設定される区域について、次のような土地利用関係の諸計画との関係を記載し、諸計画と整

合的であることを確認した。 

① 国土形成計画・国土利用計画・土地利用基本計画 

② 都市計画及び都市計画法第１８条の２の市町村の都市計画に関する基本的な方針 

③ 中心市街地の活性化に関する法律に規定する基本方針及び基本計画 

④ 河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は地方公共団体（港務局を含む。）の計画 

⑤ 農業振興地域整備基本方針及び農業振興地域整備計画 

 

【重点促進区域１：地図上の位置Ａ】 

長野県上伊那郡南箕輪村南原 

 

（概況及び公共施設等の整備状況） 

概ねの面積は、9.6ｈａ程度である。 

本区域は、伊那ＩＣから約３ｋｍと良好なアクセスを有するなど交通インフラが充実した場所で

あり、その特性を活かして４社の運輸業関連企業を中心に製造業などの企業が立地している区域で

ある。そのため、当該区域において地域経済牽引事業を重点的に促進することが適当であるため、重

点促進区域に設定することとする。また、当該重点促進区域には約 7.4ｈａの農用地区域が存在して

いるため、「９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その

基本的な事項」において、土地利用の調整の方針を記載する。 

 

（関連計画における記載等） 

南箕輪村国土利用計画の記載： 

南箕輪村国土利用計画では、南原地域の土地利用の方針として、次のように記載している。 

・上段地域は、中央自動車道が南北に縦断し、南部地区には伊那ＩＣがあります。このインター

チェンジの周辺は権兵衛トンネルの開通や道路整備も進み、住宅地、商業地として発展してき

ていることから、今後さらに住宅地と商業地として発展させる地域とします。また、それより

西は酪農や畑作が行われている農業地域であることから、今後も農地として活用を図る地域と

します。国道 361号沿いについては、木曽と結ぶ権兵衛トンネルをいかした活用を検討しま

す。 

 

南箕輪村都市計画マスタープランの記載： 

南箕輪村都市計画マスタープランの中の土地利用の方針では、それぞれの土地利用について次の
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ように記載している。 

 

◆住宅地 

・国道 153 号沿いの既成市街地においては、幹線道路の改良、災害時の避難路の安全確保や公

共下水道の整備などを推進し、安心・安全で快適な住宅地の形成を図ります。 

・伊那ＩＣ以南の新興住宅地においては、生活道路等の都市基盤整備を進め、計画的なむらづく

りを進めます。 

・大泉区の旧春日街道周辺の集落等については、周辺の自然と調和した住宅地の形成を図りま

す。 

・新たに開発が行われる住宅地においては、地区計画や建築協定等の活用を促進します。 

・農地転用による宅地が進む用途地域縁辺部においては、宅地のスプロール化を防止し、良好な

環境の維持に努めます。 

◆商業・業務地 

・伊那ＩＣ周辺や国道 153 号伊那バイパスの沿道においては、商業や流通施設の誘致を促進

し、魅力と活力のある商業地づくりを促進します。 

・国道 153 号沿道の商業地については空き店舗の有効活用を含め、商業の活性化を図ります。 

・権兵衛トンネルが開通した国道 361 号の沿道においては、農を活かした商業・業務の誘致を

促進するとともに、周辺景観と調和を図ります。 

◆工業地 

・天竜川沿いの工業地域や伊那西部広域農道の北側の工業団地等においては、産業基盤の強化や

村民の就労の場を確保するために、優良企業の誘致を促進するとともに、周辺環境と調和のと

れた地域づくりを図ります。 

◆研究・開発系用地 

・信州大学や上伊那農業高校周辺地域においては、食品やバイオ関係などの研究施設等の立地を

促進します。 

◆観光・レクリエーション系用地 

・大芝高原一帯については、自然環境を保全するとともに、スポーツ・レクリエーションなど多

様なニーズに対応した総合公園として、維持・機能の充実を図ります。 

◆農地 

・用途地域縁辺部等を中心に農地転用によるスプロール化を防止します。 

・まっくんファームと連携を図り、農業振興地域の優良農地の保全・整備や遊休農地の活用に取

り組みます。 

・農業集落においては、生活道路や下水道などの環境整備に努めます。 

◆緑地・自然系用地 

・無秩序な開発を抑制し、環境及び景観の保全に努めるとともに、自然観察や散策ができる緑地

や水辺として活用を図ります。 

 

南箕輪村農業振興地域整備計画の記載： 
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平成 11年策定の南箕輪村農業振興地域整備計画の土地利用の構想では、次のように記載してい

る。 

「本地域は、中央自動車道の伊那 ICが設置され、また、地区内には大規模農道が南北に走り、

物流施設も多く整備され、第２次、第３次産業の進展が顕著になってきている。この際、本地域農

業の将来あるべき姿を明らかにし、村の総合計画に呼応した土地利用計画を策定する。村発展上最

も大きな問題となるものの一つは農地と住宅地、工業用地との競合である。農地のスプロール現象

は土地利用計画上さまざまな機能を妨げ非能率な公共投資を余儀なくするのみでなく、土地利用の

各種混在による公害の発生により生活環境を乱すことから、その予防には十分配慮する。また、村

内の各営農組合を中心として農用地の利用調整、大型機械の共同利用、農作業受委託の推進を図

り、中核的農家や協業組織への農地の流動化・集積も積極的に推進して優良集団農地を確保し生産

性の高い農業を実現する。」 

また、南原地域の土地利用の方向では、次のように記載している。 

「当地区は標高 723～858ｍの平坦な畑作地帯である。この地帯は戦後開墾され酪農を中心に飼料

作物を生産している。南原地区は優良酪農地帯として確保及び維持し、中核農家へ農地の集積を図

り、規模拡大の支援と生産性施設の充実を図る。」 

更に、農業従事者の安定的な就業の促進目標として、農工商調和のとれた定住地域とするため生

産基盤整備、生活環境整備を進めるとともに商工業の計画的な導入を図り、本村の農業生産の相当

分を担っている兼業農家の安定的な就業機会の確保に努める旨、南箕輪村農業振興地域整備計画の

変更を令和６年 10月までに予定しており、これにより本計画との調和も図られるものです。 

 

 

【重点促進区域２：地図上の位置Ｂ】 

 長野県伊那市御園 

 

 （概況及び公共施設等の整備状況） 

 概ねの面積は、143ｈａ程度である。 

本区域は、伊那ＩＣから約１ｋｍに位置している。本区域内東部には国道 153 号が走り、南北に

走る伊那西部広域農道にも約２ｋｍと近接しており、本区域内を東西に走る中央自動車道伊那ＩＣ

のアクセス道路である環状北線は、将来的に伊那バイパスと接続予定である。この交通インフラが

充実した本区域において地域経済牽引事業を重点的に促進することが適当であるため、重点促進区

域に設定することとする。 

また、当該重点促進区域は、西部を中心に 70ｈａ程度の農用地区域が存在しているため、「９ 地

域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項」に

おいて、土地利用の調整の方針を記載する。 

 

 （関連計画における記載等） 

伊那市土地利用計画における記載： 

伊那市総合計画（土地利用計画）では、本区域の土地利用の基本方向を次のように記載してい
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る。 

「周囲の良好な景観や自然環境との調和を図りながら、にぎわいがあり、市の中心的役割を担う

多様な都市機能を備えた拠点地域として、交通網の整備や防災に配慮したまちづくりを進めるとと

もに、適正な土地利用に向けた取組を推進します。」 

また、本区域に含まれる伊那中央病院周辺区域については、次のように記載している。 

「伊那中央病院周辺は、地域の活性化につながる土地利用の可能性が大きくなることから「面整

備検討ゾーン」とし、周辺の優良農地の確保を図りつつ、土地の面的整備の検討を行い、土地の有効

利用に努めます。」 

伊那市都市計画マスタープランにおける記載： 

  伊那市都市計画マスタープランでは、本区域が含まれる伊那（竜西）地域について、次のように記

載している。 

 ・まちづくりの目標 

  「【良好な景観や自然環境を活かしつつ、多様な機能が充実し、交流・にぎわいと活力が生まれる

まち】 

市の中心的役割を担う多様な都市機能を備え、周囲の良好な景観や自然環境との調和を図りな

がら、にぎわいがあり交流する地域拠点の形成と、適正な土地利用への誘導や交通網の整備、防災

に配慮したまちづくりを進めます。」 

・地域整備の方針【農業地】 

「農業振興地域の見直しにより、地域振興上必要性が高いと認められる施設を設置する地域につ

いては、用途地域への編入等を検討し、適正な土地利用を誘導します。」 

・地域整備の方針【商業地】 

「面的整備の支援と併せ、商店街組織と連携して魅力あるまちづくりを推進します。」 

  また、同プランのまちづくり方針図において、本区域に含まれる伊那中央病院周辺区域を「計画的

な土地利用の誘導」を行う区域に設定している。 

伊那市農業振興地域整備計画における記載： 

  伊那市農業振興地域整備計画では、本区域が含まれる竜西地区Ｄ－２ブロックの用途区分の構想

を次のように記載している。 

  「天竜川右岸段丘上に展開する農用地。広大な優良水田地帯であり、かんがい排水事業による幹線

用水路の整備が完了している。また、高い団地性を有していることから、農用地の利用集積や農作業

の受委託を促進し、稲作作業の効率化を図るとともに、良質米の生産を拡大するため農地としての

利用を進める。また、中央病院周辺は、総合計画で面整備検討ゾーンとなっており、面的な開発（商

業施設等）を含め土地利用について検討する。用途地域境界付近の農地についても土地改良区と協

議を行い開発について検討する。」 

  また、同計画の伊那市全図において、本区域に含まれる伊那中央病院周辺区域を「地域振興上必要

な施設を設置する区域」と位置付けている。 

 

【重点促進区域３：地図上の位置Ｃ】 

長野県飯島町七久保 
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（概況及び公共施設等の整備状況） 

概ねの面積は、20ｈａ程度である。 

本区域は、地域の特性として航空宇宙関係の企業が立地している区域である。また、国道 153 号

伊南バイパスは、平成 30年に全線 9.2㎞が供用されている。また、2027年には飯島町から車で約 30

分の位置にリニア中央新幹線の長野県駅（仮称）が開業を予定しており、良好なアクセスを有するな

ど交通インフラが充実した場所でもあり、当該区域において地域経済牽引事業を重点的に促進する

ことが適当であるため、重点促進区域に設定することとする。なお、当重点促進区域には農用地区域

及び市街化調整区域は含まれていない。 

 

 

（関連計画における記載等） 

飯島町国土利用計画の記載： 

飯島町国土利用計画の七久保地域については、次のように記載している。 

自然を最大限活用した観光拠点としての充実を図るとともに、主要地方道飯島飯田線沿線は、周辺環

境との調和を図りながら生活環境の利便性向上を推進します。 

飯島町都市計画マスタープランの記載： 

飯島町都市計画マスタープランでは、土地利用区分の方針に次のように記載している。 

①田園ゾーン 

圃場整備された優良農地は維持保全し、売買・貸借・遊休化に対しては、農用地利用調整システ

ムの運用により流動化を促進し、荒廃化や宅地転用を防止します。 

自然環境の保全と創造が農業の営みと共生する農場づくりを進めます。 

水田の１％「ビオトープ設置運動」、農業用溜池周辺のビオトープ化などにより、居住地域に身

近な場所での動植物の生息環境の保全と創造に取り組みます。 

農地の流動化、作付の団地化等により、農地を有効かつ効率的に利用します。 

オーナー（所有者）制度の導入、農業体験・田舎体験（グリーンツーリズム）の実践により、遊

休荒廃地や里山の有効活用を図ります。 

農地の営農維持、段丘の緑地の保全、集落における建築物形態の適正誘導等により、これらが一

体となった美しい田園景観の保全に努めます。 

空き家や遊休宅地、耕作放棄地といった資産を放置したまま、農地転用により新規宅地供給す

ることは抑止します。自然に囲まれた田園居住志向の UI ターン者に対しては、集落内の空き家化

している既存宅地の活用を優先させ居住を誘導します。 

今後の宅地需要に対しては、今日までの歴史と公共投資によって形成された既存の農業基盤及

び社会基盤（道路、下水道等）を有効活用するために、遊休化している現存資産（宅地・建物）の

活用を最優先させます。 

②森林ゾーン 

森林については、木材生産機能の充実を目指して、造林・保育を進めます。 

植生自然度の高い自然林及び与田切川上流の水源林は保全に努めます。 

森林の保有する国土保全や水源涵養、心理的効用など様々な公益的機能を重視し、全体として
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自然環境や景観の保全に配慮しつつ、一部適所においてレクリエーション機能を充実させ、人の

健康と憩いの場として持続可能な活用を図ります。 

中央アルプスへの登山口であり、飯島を代表する自然景勝地であるシオジ平周辺において、休

憩施設、管理施設、遊歩道等の整備を進めます。 

与田切公園から千人塚公園にかけての里山や飯島町民の森一帯の森林において、森と人のふれ

あいの場を創出するため、特定広葉樹の育成及び自然植生の復元、野生生物の生息空間を創出す

る回廊状の森林の確保、遊歩道等の整備などを図り、環境学習や森林体験、健康づくりなどの多目

的利用を進めます。 

③水と緑のゾーン 

与田切川、中田切川、天竜川流域においては、清らかな水質、生物の多様な生息環境の維持・向

上を図り、自然環境を次世代に引き継ぎます。 

与田切川、中田切川等の河畔林の活用や散策路、親水空間の確保などにより、自然とふれあえる

環境を整えます。 

④複合型市街地 

JR 飯島駅周辺において、低未利用の建物や土地を活用して、交流機能、情報機能、福祉機能、

居住機能を複合的に充実させます。 

老朽建物の協調・共同建替等により高齢者向け等の低層集合住宅や駐車場、小公園等の空地、緑

地を確保し、土地の高度利用を図り、住環境の快適性および防災性を高めます。 

点在する農地は、町民農園や転用により宅地として有効活用します。 

北に位置する近隣型商業集積や西に隣接する公共公益施設群との一体性を確保するため、回遊

性のある歩行系ネットワークを形成します。また、高齢者・障害者、子供などの移動しやすい環境

を創出するため、ユニバーサルデザインのまちづくりを進めます。 

飯島小学校から役場・文化館周辺においては、セントラルパーク構想の具現化により、広場や散

策路、植栽を整備し、町の交流核にふさわしい魅力ある空間づくりを行います。 

⑤低層住宅地 

既存住宅地においては、空き家の有効利用、緑空間及び子供や高齢者の交流空間（遊び場等）の

創出、下水道整備など、住環境の改善整備を進めます。 

用途地域内を中心として低未利用地や農地転用により、新規宅地需要を適正に受け止め、低層

集合やゆとりある規模の戸建住宅の立地誘導により、人口の回復と地域コミュニティの再生を図

ります。 

用途地域指定地域外の農地転用による宅地供給については、必要最小限に抑制します。 

転用する場合には、生活基盤施設（道路、上下水道等）の整備状況を考慮し、蚕食的でなく合理

的・効率的な土地利用となるようある程度のまとまりをもって宅地化します。 

住宅地に近接した農地は、地域住民の家庭菜園等としての利用を促進します。 

⑥田園住宅地 

UI ターン者、定年帰農者等による田園居住の要求を適切に受けとめる住宅地を陣馬住宅団地周

辺及び本郷堤周辺等において確保します。 

⑦沿道型生活サービス地 
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国道 153 号伊南バイパス線（本郷地区の現道含む）の沿道の一部適地において、現国道の沿道

に立地している小規模な沿道型の生活利便サービス施設の移転を想定した施設立地を見込みま

す。 

地区環境にふさわしい施設立地を誘導するため、地区計画等の導入を検討し、美しい田園景観

や周辺農地と調和する良好な沿道環境の形成に努めます。 

⑧工業・新産業地 

既存の工業集積地においては、周辺の環境保全に配慮しつつ、工業機能の適正な維持・更新を図

ります。 

遊休化している用地については、引き続き用地型・環境調和型の工場立地を誘導する一方、新時

代の用地需要に適合する新産業立地に向けた土地利用を合わせて検討します。 

 

飯島町農業振興地域整備計画の記載： 

飯島町農業振興地域整備計画の土地利用の構想では、次のように記載している。 

産業経済の動向は、従来から農業を主産業として発展してきましたが、昭和 50年代から平成にか

けて農村地域への工業導入や大規模企業の誘致を積極的に進めた結果、２次産業及び３次産業へ産

業構造が変化し、平成 22年では、第１次産業 849人（16.0％）、第２次産業 2,103人（39.5％）、第

３次産業 2,375人（44.5％）となっています。 

農業は、町の基幹産業として重要な位置を占め、農家戸数は 2010農林業センサスで 1,056戸（専

業農家 140戸、兼業農家 603戸、自給的農家 313戸）、耕地面積は 1,033ha（田 844ha、畑 189ha（内

樹園地 91ha）となっています。 

昭和 61年に飯島町営農センターを設置するとともに、旧村単位に全農家参加の地区営農組合を設

立して地域複合営農を推進し、米を基幹に花とキノコと果物・野菜の里づくりに取り組むと共に、農

用地の利用調整、流動化や農作業の受委託等も近隣市町村より高率で進んでおり、先進的な地域複

合営に取り組んでいます。 

商業は、町のほぼ中央部に整備された市街地が形成されており、今後は、国道 153 号バイパス整

備に伴い沿道周辺への立地が予想されます。 

工業は、中田切団地、陣馬団地、針ヶ平団地、久根平団地に分布していますが、企業誘致による進

出等で新たな団地用地の確保も予定されています。 

土地利用については、① 飯島らしさを映す明快な利用の形成、② 自然、農地、まち・集落の秩序

ある共生、③ 総合的、合理的、機能的な有効活用を基本とし、公共の福祉を優先させ、生活環境や

自然環境の保全を図りつつ、自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配慮した土地利用を進めま

す。 

農用地は、基幹産業としての農業を振興・発展させていくため、必要な農用地を確保すると共に、

秩序ある基盤の保全と地域ぐるみの創意工夫により有効活用を図ります。 

また、農業経営の安定と生産力の確保、食料自給率の向上と農業の多面的機能の維持などのため、

国の農業者戸別所得補償制度等を有効活用した地域農業の振興を図るとともに、農業生産基盤の適

切な維持・保全・管理を行い、良好な営農条件を備えた必要な農地を確保し、秩序ある基盤の保全と

創意工夫による有効活用を図ります。 
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一方、国道 153 号バイパス整備や農村地域工業等導入実施計画に基づく企業誘致等により、非農

業的土地需要が増大してきており、農・商・工バランスの取れた産業の振興が図られる土地利用を促

進します。 

また、農業上の土地利用の方向では、七久保地区について、次のとおり記載している。 

与田切・横沢川を中心とした水系に属する標高 620ｍから 850ｍの間に分布する農用地は、田を基

本とした土地利用型農業用地として利用を図ります。 

高遠原、新屋敷及び荒田集落等に分布する、リンゴ・梨及び栗を中心とする現存果樹地帯は、引き

続き樹園地としての利用を図ります。 

針ヶ平集落の農用地は総体的に畑であり、その６割が果樹園となっており、引き続き樹園地とし

ての利用、特に栗園用地としての利用を促進します。 

 

【重点促進区域４：地図上の位置Ｄ】 

 長野県伊那市平沢 

 

（概況及び公共施設等の整備状況） 

概ねの面積は、109ｈａ程度である。 

本区域は、伊那ＩＣから約７ｋｍ、小黒川スマートＩＣからは約３ｋｍと良好なアクセスを有す

るなど、交通インフラが充実した場所であり、これらの利便性を最大限利用し、食品製造業や一般機

械器具製造業、印刷業など多業種４社の企業が立地している鳥居沢工業団地が区域内に整備されて

いる。本区域は果樹栽培が盛んに行われており、現在はシードルやカットフルーツなど加工用リン

ゴの栽培が盛んである。また、果樹農家と信州大学農学部と製造業者がリンゴを使ったシードルや

カットフルーツ用のリンゴ栽培に連携して取り組んでおり、本区域で栽培から加工、販売に至るま

での事業が実施されるなど、農商工連携が本区域の特性として賦存している。今般、効率化省力化し

た農作物の生産方法を持つ事業者の立地も予定されており、農商工連携を活用した６次産業化分野

の地域経済牽引事業を重点的に促進することが適当であるため、重点促進区域に設定することとす

る。また、本区域の南部に 60ｈａ程度の農用地区域が存在しているため、「９ 地域経済牽引事業の

促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項」において、土地利用の

調整の方針を記載する。 

なお、伊那市において 10の工業団地が存在するが、未利用地は天竜川西地域に１区画（約３ｈａ）

存在しており、優先的に活用することとするが、企業のニーズに合う用地の確保ができないため、農

用地区域を含めて設定する。 

 

（関連計画における記載等） 

伊那市国土利用計画の記載： 

伊那市国土利用計画では、平沢地域の土地利用の方針として、次のように記載している。 

・優良農用地の保全に配慮しつつ、地域の実情と特性を生かした計画的な都市基盤整備を進めます。 

・山麓地や小黒川沿いにおいては、無秩序な開発を防止し、自然景観及び環境の保全に十分配慮した

土地利用を図ります。 
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伊那市都市計画マスタープランの記載： 

伊那市都市計画マスタープランでは、土地利用・市街地の基本方針の配置方針として、次のように記載

している。 

「工業施設については、既存の工業系区域、工業団地内及び今後見込まれる区域に集積することを基

本とします。工業施設敷地内や周辺部の環境改善を図るため、緩衝緑地の設置や緑化を進めます。新規

立地企業、また、住居地域内に位置する工場や狭隘を訴える工場棟で移転先を希望する工場に対応す

るため、伊那市の工業の特色である技術集積型工業にふさわしい、自然環境と調和した工業地への誘

導を図ります。」 

また、平沢地域の計画では、次のように記載している。 

「優良農地が広がり、山麓まで農地が続いています。用途地域内に農地が点在しており、適正な土地利

用が必要な状況です。市街地及びその外縁地に従来からの工場が立地し、土地利用の混在が見られま

す。」と記載されており、地域の特性を踏まえ、効率よく土地利用を図っていく。 

 

伊那市農業振興地域整備計画の記載： 

昭和 51年６月策定の伊那市農業振興地域整備計画の土地利用の構想では、次のように記載している。 

「本地域内には近く中央自動車道の開通によるインターチェンジの設置とアクセス道路が予定されて

いる他、南アルプススーパー林道の主要基地となるので主要都市経済圏への時間的輸送距離が大幅に

短縮される等により第２次・第３次産業の進展が顕著になってきている。従ってこの際本地域農業の

将来あるべき姿を明らかにし、市の総合計画に呼応した土地利用計画を策定する。都市発展上最も大

きな問題となるものの一つに、農地と市街地の競合があるスプロール現象は市街地のさまざまな機能

を妨げ非能率な公共投資を余儀なくするのみでなく、土地利用の各種混在による公害の発生により生

活環境をみだすことのないよう十分考慮し、農業にあっては生産性の高い優良農地の集団を確保する

よう誘導し、農地の集団化によって農村集落を中心とした活動が営まれ集落間及び中心市街地の円滑

な連絡を図るため、幹線市道、農道網の整備を行い、他産業とも十分調和のとれた農業地帯を発現しよ

うとするものである。」 

また、平沢地区の構想では、次のように記載している。 

「中央アルプス東麓に広がる上部丘陵の畑地は水利の便が良好でなく、土地の生産性もやや低い地帯

であり、田畑の面積比率はおおむね半々である。伊那西部地区農業総合開発事業が完成されれば、農道

網の整備はもとより、用水確保がされ土地の生産性も高まるものと期待される。」 

また、農業従事者の安定的な就業の促進目標として、農工商調和のとれた定住地域とするため生産基

盤整備、生活環境整備を進めるとともに商工業の計画的な導入を図り、本市の農業生産の相当分を担

っている兼業農家の安定的な就業機会の確保に努める旨、伊那市農業振興地域整備計画の変更を予定

しており、これにより本計画との調和も図られるものである。 

 

【重点促進区域５：地図上の位置Ｅ】 

 長野県上伊那郡辰野町北沢 
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 （概況及び公共施設等の整備状況） 

 概ねの面積は、24ｈａ程度である。 

本区域は、伊北ＩＣから１ｋｍと良好なアクセスを有するなど、交通インフラが充実した場所で

あり、これらの利便性を最大限利用し、光学機械、金属加工、航空機部品加工等の製造業など 18社

の企業が立地している。当該区域において地域経済牽引事業を重点的に促進することが適当である

ため、重点促進区域に設定することとする。また、当該重点促進区域には、東部と南部に 13ｈａ程

度の農用地区域が存在しているため、「９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を

行う場合にあっては、その基本的な事項」において、土地利用の調整の方針を記載する。 

なお、辰野町においては２の工業団地が存在しており、新町工業団地の１区画（0.5ｈａ）に未利

用地が存在するため、優先的な活用を検討したが、企業のニーズに合う用地の確保ができないため

農用地区域を設定する。 

 

 （関連計画における記載等） 

 辰野町国土利用計画の記載： 

 辰野町国土利用計画では、南部地区（北沢（北大出地区、羽場地区））の土地利用の方針として、次

のように記載している。 

「北大出地区と羽場地区については、伊北インターチェンジに隣接し、利便性の高いことから宅地化

の適地とされており、羽場駅周辺と国道 153 号線周辺に形成されている住宅地は、新市街地エリアと

して位置付けられています。 

北大出地区は主に農業地域であり、広範囲にわたり圃場整備が行われ、生産性の高い農地であり、辰野

町の農業をリードする積極的な生産活動エリアに位置付けられています。その一方、春日街道先線（県

道与地辰野線）の道路整備周辺においては、土地の有効な利用の検討が必要です。伊北インターチェン

ジの北側には北沢工業団地が形成されており、産業集積の基盤ともなっています。 

北沢工業団地が形成されている伊北インターチェンジ周辺については、流通の利便性が良く、広く平

坦な土地を確保できる利点があるため、町の産業集積の基盤と位置付け、工業用地として土地利用を

進めます。」 

 

辰野町都市計画マスタープランの記載： 

辰野町都市計画マスタープランでは、西部地域のまちづくりの方針として、次のように記載している。 

「西部地域は、山並み風景と田園風景等により美しい景観を醸し出しています。広範囲にわたり圃場

整備が行われ、生産性の高い農地であるため、辰野町をリードする積極的な生産活動エリアに位置付

けられているとともに、伊北インターチェンジに隣接し、利便性の高いことから宅地化の適地として

利用されています。さらに、新町工業団地と北沢工業団地が形成され、産業活動の展開が行われます。 

本地域は、豊かな自然と調和し、美しい田園風景の保全と創出により田園風景と一体となった土地利

用の形成を図るとともに、無秩序な宅地化を抑制し、計画的な土地利用を誘導することが望まれます。

また、インターチェンジに隣接している地の利を活かして、観光的活用を含めて特徴ある農業と工業

等の活力あふれる産業活動の増進を図る必要があります。 

北沢工業団地は、団地内の道路沿道や工場敷地内等の緑化を推進し、良好な工業地の形成を図ります。
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また、インターチェンジに隣接している地の利を活かした産業活動の増進を図ります。」 

 

辰野町農業振興地域整備計画の記載： 

平成９年６月策定の辰野町農業振興地域整備計画の土地利用構想では、次のように記載している。 

「北沢東地域は天竜川右岸に発達した辰野町西部農業地帯で、標高 700m～800mの平坦地に農地が広が

っている。南部地区の水田地帯は、昭和３年西天竜のほ場整備が行われ、西天竜水系以外は団体営土地

改良事業等により、ほ場整備が完了している。また、北大出地区においては伊那西部土地改良事業

（63ha）を行い、果樹、野菜、酪農等畑作の複合経営化を図っている。農村工業導入地区の指定を受け

ている大字伊那富字南原・北沢及び沢尻地籍の農用地と調整を図りながら、調和のとれた活力に満ち、

ゆとりある快適な農村地帯を実現する。」 

 

 

【重点促進区域６：地図上の位置Ｆ】 

長野県駒ヶ根市赤穂 

（概況及び公共施設等の整備状況） 

概ねの面積は、1.5ｈａ程度である。 

本区域は、地域の特性として国道 153 号伊南バイパスに隣接するとともに、駒ヶ岳ＳＩＣから約

３ｋｍと良好なアクセスを有するなど、交通インフラが充実した地域である。さらには、リニア中央

新幹線の長野県駅（仮称）や三遠南信自動車道の整備も進められており、当該区域において地域経済

牽引事業を重点的に促進することが適当であるため、重点促進区域に設定することとする。また、当

該重点促進区域内には約 1.2ｈａの農用地区域が存在しているため、「９ 地域経済牽引事業の促進

を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項」において、土地利用の調整

の方針を記載する。 

なお、駒ヶ根市においては７の工業団地が存在しており、下平工業団地の１区画（0.75ｈａ）に未

利用地が存在するため、優先的な活用を検討したが、企業のニーズに合う用地の確保ができないた

め農用地区域を設定する。 

 

（関連計画における記載等） 

駒ヶ根市国土利用計画の記載： 

駒ヶ根市国土利用計画は、駒ヶ根市第５次総合計画に包含され策定されており、駒ヶ根市赤穂地

域の土地利用に関する基本構想については、次のように記載している。 

地域類別で設定した３つのエリアを基本としその中でも特に土地利用を誘導すべき７つのゾーンを

設定し、当該地域の特徴を活かしながら、機能的・効率的な土地利用を誘導します。 

（４）沿道サービス型業務ゾーン 

国道 153 号伊南バイパス道路沿線のうち中通交差点より南については、「沿道サービス型業務ゾー

ン」と位置付け、流通・情報通信産業やサービス業など、沿線の立地条件を活かした業務の土地利用

を図ります。 
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駒ヶ根市都市計画マスタープランの記載： 

駒ヶ根市都市計画マスタープランでは、地域別構想において次のように記載している。 

 

地域区分は、竜西地域の６つの地域に竜東地域の「東伊那地域」「中沢地域」を加えた８つの地域

に区分し、その地域ごとに構想を整理します。 

８．福岡区域 

①豊かな自然の保全 

中田切川の河岸段丘や平地林があり、これらの緑豊かな事前環境の保全に努めます。 

②無秩序な市街地の拡大抑制 

人口が増加する地域として、用途地域外（市）新春日街道沿線に多くの建物立地がみられ、用途地

域内への居住を推進するとともに、無秩序な市街地の拡大を抑制します。 

③大規模工場と住宅の調和 

地域内には、馬住ヶ原工業団地の他、比較的規模の大きな工場が立地し、住宅との混在がみられま

す。これら相互の建物立地に配慮し、調和のとれた土地利用を推進します。 

④国道 153号伊南バイパス沿線の計画的利用 

伊那福岡駅東側の伊南バイパス沿線を「沿道サービス型業務ゾーン」と位置づけ、周辺環境と調和

しながら計画的に沿道サービス型施設の誘致を図ります。 

 

駒ヶ根市農業振興地域整備計画の記載： 

駒ヶ根市農業振興地域整備計画の土地利用の構想では、次のように記載している。 

 

農業を基幹産業として振興・発展させ、農業経営の安定と生産力の確保、食料自給率の向上と農業

の多面的機能の維持など、必要な農用地の確保と有効活用、適切な保全管理に努め、農・商・工のバ

ランスが取れた産業の振興が図られる土地利用を促進します。 

また、農業従事者の安定的な就業の促進計画では、次のように記載している。 

農家の形態は、1,533 戸（平成 27 年センサス）の内、専業農家 9.7%、第 1 種兼業農家 4.4%であ

り、主に農業に従事する人の数は少数となっています。一方、第２種兼業農家は 33.3%、自給的農家

52.6%で、農業以外への就業者が多い実態にあり、今後もこの傾向が続くものとみられる。 

更には、農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策では、次のように記載している。 

当市資源の活用や企業等の要望に応じての、農・商・工連携による、産物・産業づくりの地域おこし

等を進めるとともに、就業機会の確保対策を進める。 

企業等他業種への従事に対しては、産業の健全な育成・連携と、新たな企業誘致等による安定雇用

の場の創出について、地域関係者等との連携により進める旨、駒ヶ根市農業振興地域整備計画の変

更を予定しており、これにより本計画との調和も図られるものである。 

 

【重点促進区域７：地図上の位置Ｇ】 

長野県上伊那郡南箕輪村大芝 

（概況及び公共施設等の整備状況） 
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概ねの面積は、160ｈａ程度である。 

本区域は、地域の特性として南箕輪村で唯一大規模な工業団地となっている北原工業団地周辺の

地域である。また、伊那ＩＣから約３ｋｍと良好なアクセスを有するなど交通インフラが充実した

場所であり、当該区域において地域経済牽引事業を重点的に促進することが適当であるため、重点

促進区域に設定することとする。また、当該重点促進区域の東部には約 60ｈａの農用地区域が存在

しているため、「９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、

その基本的な事項」において、土地利用の調整の方針を記載する。 

なお、この区域については南箕輪村農業委員会、南箕輪村農振協議会、南箕輪村西部土地改良区を

通じて地元営農者へも重点促進区域については周知しており、具体的な計画が策定されるまでは引

き続き営農する事となっています。 

 

（関連計画における記載等） 

南箕輪村国土利用計画の記載： 

南箕輪村国土利用計画では、大芝地域の土地利用の方針として、次のように記載している。 

・北部地区は、畑地帯と平地林からなっています。大芝高原については、平地林部分と公園部分

ともに景観・自然環境との調和を図りつつ、村の特色ある地域資源とします。また、畑地帯は

農地として活用を図る地域とします。加えて、工業用地の確保が求められている中で、北原区

の工業用地周辺は村内で唯一大規模工業用地の確保できる余地があるため、工業用地として活

用を図る地域とします。 

 

南箕輪村都市計画マスタープランの記載： 

南箕輪村都市計画マスタープランの中の土地利用の方針では、それぞれの土地利用について次の

ように記載している。 

◆住宅地 

・国道 153 号沿いの既成市街地においては、幹線道路の改良、災害時の避難路の安全確保や公

共下水道の整備などを推進し、安心・安全で快適な住宅地の形成を図ります。 

・伊那ＩＣ以南の新興住宅地においては、生活道路等の都市基盤整備を進め、計画的なむらづく

りを進めます。 

・大泉区の旧春日街道周辺の集落等については、周辺の自然と調和した住宅地の形成を図りま

す。 

・新たに開発が行われる住宅地においては、地区計画や建築協定等の活用を促進します。 

・農地転用による宅地が進む用途地域縁辺部においては、宅地のスプロール化を防止し、良好な

環境の維持に努めます。 

◆商業・業務地 

・伊那ＩＣ周辺や国道 153 号伊那バイパスの沿道においては、商業や流通施設の誘致を促進

し、魅力と活力のある商業地づくりを促進します。 

・国道 153 号沿道の商業地については空き店舗の有効活用を含め、商業の活性化を図ります。 

・権兵衛トンネルが開通した国道 361 号の沿道においては、農を活かした商業・業務の誘致を



~ 22 ~ 
 

促進するとともに、周辺景観と調和を図ります。 

◆工業地 

・天竜川沿いの工業地域や伊那西部広域農道の北側の工業団地等においては、産業基盤の強化や

村民の就労の場を確保するために、優良企業の誘致を促進するとともに、周辺環境と調和のと

れた地域づくりを図ります。 

◆研究・開発系用地 

・信州大学や上伊那農業高校周辺地域においては、食品やバイオ関係などの研究施設等の立地を

促進します。 

◆観光・レクリエーション系用地 

・大芝高原一帯については、自然環境を保全するとともに、スポーツ・レクリエーションなど多

様なニーズに対応した総合公園として、維持・機能の充実を図ります。 

◆農地 

・用途地域縁辺部等を中心に農地転用によるスプロール化を防止します。 

・まっくんファームと連携を図り、農業振興地域の優良農地の保全・整備や遊休農地の活用に取

り組みます。 

・農業集落においては、生活道路や下水道などの環境整備に努めます。 

◆緑地・自然系用地 

・無秩序な開発を抑制し、環境及び景観の保全に努めるとともに、自然観察や散策ができる緑地

や水辺として活用を図ります。 

 

南箕輪村農業振興地域整備計画の記載： 

平成 11年策定の南箕輪村農業振興地域整備計画の土地利用の構想では、次のように記載してい

る。 

「本地域は、中央自動車道の伊那 ICが設置され、また、地区内には大規模農道が南北に走り、

物流施設も多く整備され、第２次、第３次産業の進展が顕著になってきている。この際、本地域農

業の将来あるべき姿を明らかにし、村の総合計画に呼応した土地利用計画を策定する。村発展上最

も大きな問題となるものの一つは農地と住宅地、工業用地との競合である。農地のスプロール現象

は土地利用計画上さまざまな機能を妨げ非能率な公共投資を余儀なくするのみでなく、土地利用の

各種混在による公害の発生により生活環境を乱すことから、その予防には十分配慮する。また、村

内の各営農組合を中心として農用地の利用調整、大型機械の共同利用、農作業受委託の推進を図

り、中核的農家や協業組織への農地の流動化・集積も積極的に推進して優良集団農地を確保し生産

性の高い農業を実現する。」 

また、大芝地域が含まれる西部畑地区の土地利用の方向では、次のように記載している。 

「当地区は標高 746～780ｍの平坦な畑作地帯である。この地区は畑率 95％の地帯で将来とも優

良農地として残していく。この地帯は戦後開墾され酪農を中心に飼料作物、野菜、果樹等を生産し

てきた。県営畑地帯総合土地改良事業が完了し、この事業の結果高度に集積された農業生産条件が

整った。この好条件をもとに西部畑作地帯は、引き続き飼料作物、野菜、果樹等の生産基盤として

の高度利用の促進を図る。」 
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更に、農業従事者の安定的な就業の促進目標として、農工商調和のとれた定住地域とするため生

産基盤整備、生活環境整備を進めるとともに商工業の計画的な導入を図り、本村の農業生産の相当

分を担っている兼業農家の安定的な就業機会の確保に努める旨、南箕輪村農業振興地域整備計画の

変更を予定しており、これにより本計画との調和も図られるものです。 

 

【重点促進区域８：地図上の位置Ｈ】 

長野県上伊那郡宮田村 

 

（概況及び公共施設等の整備状況） 

概ねの面積は、９ｈａ程度である。 

本区域は、松の原工業団地に隣接しており製造業が集約化されている区域である。 

また、事業化が決定されている伊駒アルプスロードの予定地でもあり、産業振興に寄与すること

が期待される。よって、当該区域において地域経済牽引事業を重点的に促進することが適当である

ため、重点促進区域に設定することとする。また、当該重点促進区域内には約８ｈａの農用地区域が

存在しているため、「９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあって

は、その基本的な事項」において、土地利用の調整の方針を記載する。 

 

（関連計画における記載等） 

・宮田村都市計画マスタープランの記載： 

  令和４年３月作成の宮田村都市計画マスタープランでは工業系の土地利用の具体的施策として次

のように記載している。 

「公害の無い優良企業の誘致推進と併せ、環境保全に十分配慮した工業適地を定め、必要な用地の確

保を図ります。既存の工業団地については工業系用地地域への指定などにより周辺環境整備に努めま

す。」 

また、地域別構想において次のように記載している。 

 「地域別構想の地域の設定は、都市計画区域にある 11地区基本に考え、地形や土地利用等の観点か

らまとまりのある「西部地域」「町部地域」「東部地域」の３つの地域としました。 

第４節 東部地域 

 ２.むらづくり整備方針 

 ①緑や農地、河川など自然環境の保全・活用 

 〇河岸段丘の緑地は、豊かな自然と景観を形作り、森林の持つ水源かん養など重要な機能を生かし、

保全に努めます。 

 〇小田切川、大沢川などの河川改修の際には、人が集い賑わう場の形成により、親水化を図ります。 

 〇健全な農地の保全と、農業振興を図ります。 

 〇計画的な土地梨利用の推進と景観づくりを進め、良好な田園風景と住宅地の形成を図ります。 

 ②地域間との連結強化と安全な道づくり 

 〇伊駒アルプスロード線の整備促進と併せ、都市計画道路や林道整備により市街地や工業団地との

接続機能の強化を図ります。また、地域間コミュニティ維持のため東西間や地域間交通の円滑化を図
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ります。 

 〇国道 153 号線については、伊駒アルプスロード線の補完的役割を担う道路として、機能確保に努

めます。 

 〇指定通学路の区間や公共施設に接する主要道路については、歩道の確保や街路灯の設備など交通

安全施設の整備を進め、安心。安全な道路環境を整えます。 

 ③適正な土地利用計画による良好な住環境の維持 

 〇伊駒アルプスロード線や接続する村道沿いを適正な土地利用に導くため、地域地区の決定など法

的規制の検討を行います。 

 〇西原土地区画整理事実施区域は、住宅誘導地区として良好な居住環境の形成を進めます。 

 〇用途地域の外周部など、市街化が進んでいる地域については住宅誘導地区に設定し、周辺道路の

整備や分譲などの基盤整備により、住宅の集約を図ります。 

 〇住宅開発の際には、周辺の自然と調和した誘導と、周辺道路や公園等の整備を一体的に行うこと

により、優良住宅の創出に努めます。 

 〇つつじが丘工業団地、松の原工業団地は工業機能の集約と充実を図りつつ、周辺景観と調和した

工業地環境整備を進めます。 

 

 宮田村国土利用計画の記載： 

 宮田村国土利用計画のなかの（４）村土利用の基本方針では次のように記載されている。 

 ２地域類型別の村土利用の基本補基本方向 

 村土利用の基本方向は、西部を生産緑地ゾーン、中心部を市街地ゾーン、東部及び南東部を開発ゾー

ンとし、これらの背景となる自然保護ゾーンや段丘斜面の緑地を保全、育成しながら農業、工業、商

業、観光、公共施設などの調和のとれた村土利用を図ります。 

 

・宮田村土地利用計画構想図の記載： 

工業系地域に指定されている。 

 

宮田農業振興地域整備計画書の記載： 

宮田農業振興地域整備計画書の（１）土地利用の方向ではでは次のように記載されている。 

食生活の進展とあいまって米の恒常的生産過剰に対し、需要に見合った農業生産の再編成をはかる

という農政転換により、農業経営・農業生産組織・農業団体などに及ぼす影響は大きく生産意欲の減退

が懸念され、かつ農畜産物の自由化攻勢と価格の低迷など厳しい状況の中で地域の実情に即した作付

体系、作目設定と団地化をすすめ高度で安定的な農業生産を有する地域として整備する。一方、都市化

の進行により土地価格の上昇がみられ、商工業や住宅用地を土地価格が比較的低い水準にある農用地

に求める傾向が強まってきている。したがって今後においては、住宅や工場用地などの他用途の土地

利用との調整を図りながら優良農地を確保し、緑空間を生かし、調和ある農業地域の形成をすすめる。 

また、２.農業従事者の安定的な就業を図るための方策として次のように記載されている。 

農業従事者の安定的な就業を促進をはかるために、概ね次に掲げる方策を実施する。 

（１）宮田村基本構想及び基本計画に従い、農業・工業・商業との調和をはかりながら、不安定な就
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労形態にある農業従事者を農業委員会を中心にして就業意向等の調査を行い、就業希望者に対しては、

企業等に雇用の促進を働きかけるなどして就業の円滑な推進を図る。 

（２）中高年齢就業希望者に対しては、就業相談員の設置などにより就業相談活動を行い、積極的に

雇用の安定化をはかる。 

（３）就業機会の確保のための施設の設置にあたっては、農用地利用計画との整合を図り、優良農地

の確保に十分留意するとともに他法令に基づく土地利用計画等との調整を図るものとする。 
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（地図） 

 

Ｂ：重点促進区域２ 

伊那市御園 

Ｇ：重点促進区域７ 

南箕輪村大芝の区域 

Ｃ：重点促進区域３ 

飯島町七久保 
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上重要な
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凡 例 
 
 

    重点促進区域 
 
 
    環境保全上重要な地域  

Ｆ：重点促進区域６ 

駒ケ根市赤穂 

Ｈ：重点促進区域８ 

宮田村の区域 

Ｄ：重点促進区域４ 

伊那市平沢 

Ａ：重点促進区域１ 

南箕輪村南原 

Ｅ：重点促進区域５ 

辰野町北沢 
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（２）重点促進区域を設定した理由 

 

【重点促進区域１】 

本区域は、伊那ＩＣから約３ｋｍと良好なアクセスを有するなど交通インフラが充実した場所で、

その特性を活かして４社の運輸業関連企業を中心に製造業などの企業が立地している区域であり、「５ 

地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性

に関する事項」に記載する特性を生かした重点促進区域を設定することとする。また、当該区域内に

は、空き団地が存在せず、かつ工場等に適した遊休地等はなく、産業用地を確保することは困難な状況

であり、企業のニーズに合う用地の確保ができないため、農用地区域も含めて設定する。 

 

【重点促進区域２】 

本区域は、伊那ＩＣから約１ｋｍに位置し、区域内を南北に国道 153 号が走り、東西を走る中央自

動車道伊那ＩＣのアクセス道路である環状北線は、将来的に伊那バイパスと接続予定であるなど、交

通インフラが充実した場所である。関連計画に記載のとおり、本区域に含まれる伊那中央病院周辺は、

地域の活性化につながる土地利用の可能性が大きくなることから「面整備検討ゾーン」となっており、

周辺の優良農地の確保を図りつつ、面的な開発（商業施設等）を含め土地利用について検討する区域に

位置づけられていることから、「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又

は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項」に記載する特性を活かした重点促進区域を設定す

ることとする。また、当該区域内には、空き用地は存在するものの、企業ニーズに合う用地の確保がで

きないため、農用地区域も含めて設定する。 

【重点促進区域３】 

区域の設定に当たっては、長野県産業立地ガイドにおいて飯島町には、約 1.5ｈａの空き工業団地が

把握されている。第４次産業革命関連企業、成長ものづくり関連企業や地域農業と連携した食料品製

造業が集積しており、また 2027年に開業が予定されているリニア中央新幹線駅から車で約３０分の位

置にあり、大都市圏へのアクセスも向上することから、「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生か

すべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項」に記載する特性を生かし

た重点促進区域を設定することとする。 

 

【重点促進区域４】 

本区域は、天竜川の西地域にあり、市内の最西端に位置し、食品製造業や一般機械器具製造業など４

社の企業が立地する鳥居沢工業団地が域内に整備されており、シードルやカットフルーツ用の加工用

リンゴの栽培が盛んであり、農商工連携が図られた地域である。本区域は伊那ＩＣから約７ｋｍ、小黒

川スマートＩＣからは約３ｋｍと良好なアクセスを有するなど交通インフラが充実した場所でもあ

り、工業用地として十分な面積を備えていることから、効率化省力化した農作物の生産方法を持つ事

業者の立地も予定されており、農商工連携を活用した６次産業化分野の地域経済牽引事業を重点的に

支援するため重点促進区域に設定することとする。 

なお、伊那市において 10の工業団地が存在するが、未利用地は天竜川西地域に１区画（約３ｈａ）存

在しており、優先的に活用することとするが、企業のニーズに合う用地の確保ができないため、農用地
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区域を含めて設定する。 

 

【重点促進区域５】 

本区域は、伊北ＩＣから１ｋｍと良好なアクセスを有するなど、交通インフラが充実した場所であ

り、町内の最南端に位置し、光学機械、金属加工、航空機部品加工等の製造業など 18社の企業が立地

する北沢工業団地に隣接した地域であり、工業用地として十分な面積を備えていることから、「５ 地

域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に

関する事項」に記載する特性を生かした重点促進区域を設定することとする。また、辰野町において

２の工業団地が存在するが、未利用地は新町工業団地の１区画（0.5ｈａ）存在しており、優先的に活

用することとするが、企業のニーズに合う用地の確保ができないため農用地区域を含めて設定する。 

辰野町の土地利用の状況としては、住居系・商業系の地域については、既に住宅地が形成され、商

業施設や業務施設などの立地も進んでおり、工場等の立地に適した遊休地等もなく、産業用地を確保

することは困難である。また、工業系の地域については、相当数の企業が立地し集積が進んでいるた

め、遊休地等はほとんど存在しておらず、工業団地の残存している用地では、中小規模の産業用地と

して活用は可能なものの、一定規模のまとまった産業用地を確保することが困難である。そのため、

産業用地周辺の農地との調和を図ることを前提に、産業用地の確保が必要である。 

 

【重点促進区域６】 

区域の設定に当たっては、長野県産業立地ガイドにおいて駒ヶ根市には、約１．５ｈａの空き工業

団地が把握されている。また、区域の隣接地では、近隣４市町村で構成される一部事務組合の伊南行

政組合において、令和９年開業予定で新病院建設が予定されており、医療機関との連携によるサステ

ナブルなヘルスケア分野の促進が期待される。さらには、リニア中央新幹線長野県駅（仮称）や三遠

南信自動車道の整備が進められ、大都市圏へのアクセスも向上する等「５ 地域経済牽引事業の促進

に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項」に記載す

る特性を生かした重点促進区域を設定することとする。 

 

【重点促進区域７】 

区域の設定に当たっては、長野県産業立地ガイドにおいて南箕輪村には約 4.4ｈａの空き工業団地

が把握されている。電子機器・デバイスを中心とした第４次産業革命関連企業の立地や上伊那地域住

民の憩いの場となっている大芝高原もあり、「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然

的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項」に記載する特性を生かした重点促進

区域を設定することとする。また、当該区域内には、空き団地として北原工業団地が存在するものの、

まだ造成等もしておらず農振地域となっている。そのため、工場等に適した遊休地等はなく、産業用地

を確保することは困難な状況であり、企業のニーズに合う用地の確保ができないため、農用地区域も

含めて設定する。 

 

【重点促進区域８】 

区域の設定に当たっては、長野県産業立地ガイドにおいて宮田村には空き工業団地は把握されてい
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ない。 

本地域は、つつじが丘工場団地、松の原工業団地に隣接しており製造業が集約化されている区域で

ある。 

また、事業化が決定された伊駒アルプスロードの予定地でもあり、「５ 地域経済牽引事業の促進に

当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項」に記載する

特性を生かした重点促進区域を設定することとする。また、当該区域内では、企業のニーズに合う用地

の確保ができないため、農用地区域も含めて設定する。 

 

 

（３）（重点促進市町村による）工場立地特例対象区域の設定 

 工場立地特例対象区域の設定は行わない。 
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５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特

性に関する事項 

（１）地域の特性及びその活用戦略 

①電子機器・デバイス及び機械器具関連産業の集積を活用した先進的ものづくり関連分野 

②リニア中央新幹線や中央自動車道などの交通インフラを活用した成長ものづくり分野 

③試験研究機関や医療機関と製造業者による産学連携を活用したヘルスケア分野 

④豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した地域資源・環境・エネルギー分野 

⑤農林産業と製造業との農商工連携を活用した６次産業化分野 

⑥豊かな自然、歴史的文化財や観光農業などの観光資源を活用した観光・スポーツ・文化・まちづ

くり分野 

⑦リニア中央新幹線や中央自動車道、国道 153 号、国道 361 号、伊那西部広域農道などの交通イン

フラを活用した商業・物流関連分野 

⑧医療機関や試験研究機関（大学等を含む）と健康・美容・福祉等及び流通・情報通信、サービス

関連産業による産学連携を活かしたサステナブルなヘルスケア分野 

 

（２）選定の理由 

①電子機器・デバイス及び機械器具関連産業の集積を活用した先進的ものづくり関連分野 

本区域は、電子部品・デバイス・電子回路製造業の製造品出荷額が 1,266億円で、全製造業の出荷

額 7,523億円の６分の１以上を占めており、関連する 56の事業所が集積している地域である。 

また、機械器具関連の製造業は、地域内に 228社が集積し、約 3,270億円を出荷している。 

すでにセンサーの開発を行っている企業や高度な機械加工技術を持った企業も集積している。ま

た、産業用の搬送用ロボットを生産している企業や、磁気センサや温度センサの生産を行っている

企業や、水晶による角度センサと水素センサを開発している企業もあり、これらの企業と情報通信

関連企業との連携により、ビックデータの収集や人工知能を使った解析など、先進的ものづくり分

野に向けた新たな事業の展開が期待できる。 

さらに、現在ドローンやＩｏＴ、自動運転の実証実験を行っている自治体やＩＣＴ関連企業のサ

テライトオフィスの誘致を行っている自治体もあり、先進的ものづくり分野にむけた既存企業との

連携により、新たな事業展開が期待できる。なお、農業機械の自動運転の実証実験を行っている企業

が区域内へ施設を整備予定である。 

 

②リニア中央新幹線や中央自動車道などの交通インフラを活用した成長ものづくり分野 

ものづくりの基盤を支える交通インフラとして、中央自動車道が本地域の中央を南北に通ってお

り、伊那ＩＣからは首都圏へは３時間、中京圏へは２時間程度でアクセス可能である。2027 年に開

業予定のリニア中央新幹線と関連道路整備により、東京方面へは 90～120分、中京圏へは 60～90分

でアクセスできるようになり、さらなる利便性の向上が見込まれている。このように、我が国の航空

機産業やものづくりの重要拠点である首都圏と中京圏に対して、非常に良好なアクセス環境を有し

ている。 

日本の２大都市圏へのアクセスの利便性を最大限活用して、人とモノの移動による企業誘致やテ
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レワークなどを通じて、区域内の自動車部品関連、金属加工やプラスチック成形などの企業を中心

に、航空宇宙関連産業や医療機器等の成長ものづくり産業の振興を図っていく。 

また、平成 28年６月に国際戦略特別区域である「アジア No.1航空宇宙産業クラスター形成特区」

として、国からの指定を受け、（公財）長野県テクノ財団（当時。現：(公財)長野県産業振興機構伊

那センター）が航空機産業に係る人材を配置するなど、地域内全体で航空機産業への進出を図って

いる。地域内企業も、自動車や航空機部品、医療機器分野へ進出している企業もあり、今後更に成長

ものづくり産業を推進する環境が整っている。 

なお、管内に本社を有する企業が航空機部品の生産施設を建設中である。 

  

③試験研究機関や医療機関と製造業者による産学連携を活用したヘルスケア分野 

世界で一番の健康長寿を目指す長野県の中で、平成 23年９月、(公財)長野県テクノ財団伊那テク

ノバレ―地域センター（当時。現：(公財)長野県産業振興機構伊那センター）が事務局となって、長

野県看護大学、地域内病院と事業者が連携して「スマート看護・福祉研究会」を設置し、ヘルスケア

分野の研究を実施してきている。この研究会には、三次元プリンターを活用した機械器具等の設計

事業者、電子部品の製造事業者、精密板金加工の製造事業者など、異業種からの参加がある。ヘルス

ケア部門については、今後、オープンイノベーション化を進め、区域内の関係団体や金属加工業、プ

ラスチック成形なども含めた事業者の参入が期待されている。現在は、高齢者などの自立歩行支援

のためのインソールの実証実験を行っている企業もあり、今後の製品化に期待がされている。 

2022年現在、区域内の高齢化率は 31.7％で、全国の 28.8％を３％ほど上回っている。また、年齢

が 75 歳以上の後期高齢者人口は、2022 年で 30,866 人が、2030 年には 35,200 人ほどになると推計

され、全国では 2020 年の 1,872 万人から 2030 年には 2,278 万人になると推計されており、今後、

要介護者等の人数はますます増加することが予想される（令和３年版高齢社会白書、令和４年長野

県統計室調査結果）。 

 

④豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した地域資源・環境・エネルギー分野 

本地域は、東に南アルプス国立公園と三峰川水系県立公園、西に中央アルプス国定公園、北に塩嶺

王城県立公園、南に天竜小渋水系県立公園という５つの自然公園に囲まれている。また、総面積のう

ちの約 80％が森林であり、その森林の間を流れる天竜川の多くの支流は、豊かな水資源となり、地

域を潤している。 

地域内には、長野県内最大のペレット工場や薪ストーブや薪の販売会社など木質バイオマス関連

の事業所が立地している。また、全国５位の薪の生産量を誇る長野県の中で本区域の薪の生産量は

約 3,500 層積㎥で、長野県の生産量の半分を占めるなど、木質バイオマスエネルギーの生産と利用

が進んでいる。 

また、区域内には、県営の 20箇所の水力発電所のうち８箇所の発電所が立地するなど、地域の特

性を活かした再生可能エネルギーの利用が進んでおり、今後、小水力発電や木質バイオマスを中心

とした再生可能エネルギー関連産業の一層の推進を図る。 

また、本地域では、平成 25 年度長野県水資源実態調査結果によると、約 38 億㎥/年の地下水賦

存量があり、この豊富な地下水を活用するため、飲料（薬用酒、ミネラルウォーター）、食品（もや
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し、酢、レトルト食品、アイスクリーム）、化粧品等を製造する工場が進出している。なお、これら

の工場進出は、進出先の市町村による熱心な企業誘致活動によるところも大きく、雇用創出等の地

域経済に大いに貢献することから、今後も、豊富な水資源をはじめとした地域資源を活用した付加

価値の高い事業を展開する事業者の誘致に取り組んでいく。 

さらに、地域全体でごみの減量化に取り組んでおり、一人が一日に排出するごみの量は、全国で

890ｇ、長野県は 800ｇであるのに対して、区域内は 601ｇと長野県内でも最小クラスであり、今後

のさらなるごみの減量化に向けてリサイクル、リユース、リデュースに関連する事業の育成を図り、

地域をあげてのごみの減量化と地域資源の有効活用による環境負荷の低減を目指していく。 

 

⑤農林産業と製造業との農商工連携を活用した６次産業化分野 

信州大学農学部では、新たな時代に対応した機能性食品を産学官連携により研究開発することを

目的として、平成 14年に信州機能性食品開発研究会を発足させている。 

区域内では、信州大学農学部を中心とした伊那谷に位置する大学（飯田女子短期大学、長野県看護

大学、信州豊南短期大学）の知財を活用した産学官連携により、「持続可能な農林畜産業・地域社会

の創造」、「競争に打ち勝つ農林畜産業の構築（６次産業化、プレミアム化による信州モデル創造）」、

「美しい農村・山林の保全」の実現を目指すことによる、地域の農林畜産業、飲食食料品産業及び関

連産業を活性化する伊那谷モデルを創造し、これらの発信により、豊かな健康長寿社会の構築のた

めに貢献することを目的として、平成 25年に伊那谷アグリイノベーション推進機構が発足した。 

これらの組織の活動を中心として、上伊那産のリンゴや信州大学で開発した果肉の赤いリンゴを

活用して、シードルの製造が始まるなど、産学官の連携の成果が上がりつつある。また、農業ＩＣＴ

技術を活用した循環型農業により、農業と教育、観光、さらに飲食を繋いだ実験型農場の構想も進め

られている。今後、産学官により地域の農林畜産品と飲料、食料品やパッケージなどの関連産業の連

携を促進し、より一層の活性化を図るための６次産業化を推進するとともに、省力化した農作物の

生産方法を持つ事業者や農商工観の連携による高付加価値の農林畜産品の生産とブランド化を進め

ていく。 

なお、水耕栽培で野菜栽培を手掛け、省力化による食品関連精密機器を製造する㈱ミヤザワが区

域内へ生産施設を建設する予定がある。 

 

⑥豊かな自然、歴史的文化財や観光農業などの観光資源を活用した観光・スポーツ・文化・まちづく

り分野 

本区域は、東西に南アルプスと中央アルプスが位置し、その中央を天竜川とその多くの支流が流

れている。両アルプスと天竜川の間には扇状地と河岸段丘が形成されており、様々な地形を活用で

きる区域である。また、産業も第２次産業を中心として、第１次産業も充実している。令和４年の区

域内主要観光地の延べ利用人数は、約 354万人で、約 86億円の観光消費があった（令和４年長野県

観光地利用者統計調査）。 

区域内には、国指定天然記念物である小野のシダレグリの自生地、横川の蛇石、高遠城跡、旧竹村

家住宅など 13の国指定等重要文化財や松島王墓古墳、伊那県庁（飯島陣屋）跡、南羽場のシラカシ

など 38の県指定等文化財がある。また、区域内には、文化財にも指定されている建築物を持つ天台
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宗の古刹である光前寺や仲仙寺、ボタン寺として知られる遠照寺、本殿の精細な彫刻が有名な熱田

神社など、多くの神社仏閣が存在している。 

また区域内にはキノコを活用した観光農業、そば打ちなどの農業体験や季節の果物、野菜のもぎ

取りが体験できる施設が存在している。 

区域内の豊かな地形や様々な産業、歴史的な文化財を活用して観光・スポーツ・文化・まちづくり

を進めていく素材が豊富に存在している。 

 

⑦リニア中央新幹線や中央自動車道、国道 153 号、国道 361 号、伊那西部広域農道などの交通イン

フラを活用した商業・物流関連分野 

 

本区域には、中央自動車道、国道 153 号、国道 361 号、伊那西部広域農道など主要幹線道路網が集

中している。また、2027 年にはリニア中央新幹線東京～名古屋間が開通予定であり、東京、名古屋へ

のアクセス時間の大幅な短縮が見込まれている交通の要衝である。 

本区域内のほぼ中央に位置する伊那 ICは、東京から約 210km（約３時間）、名古屋から約 170km（約

２時間）の距離にあり２大都市圏へのアクセスが良好である。 

さらに今後、伊那市環状北線、国道 153 号伊那バイパス、国道 153 号伊駒アルプスロード、三遠南

信自動車道が開通することで物流の効率化や交通利便性の向上が見込まれ、新たなヒトやモノの流れ

による経済活動を生み出す場の形成が期待される。 

加えて、令和６年度からはトラックドライバーの時間外労働の 960 時間上限規制と改正改善基準告

示が適用され、労働時間が短くなることで輸送能力が不足し、「モノが運べなくなる」可能性が懸念さ

れており、２大都市圏の中間に位置する本区域は、今後、中継輸送、倉庫業の拠点として引き合いが強

くなることが見込まれる。一方、RESASの地域循環図によれば、本区域内において民間消費額が地域外

へ流出していることが読み取れる。交通インフラを活用した商業・物流関連分野の立地は、区域外消費

を取り込み、安定した雇用確保や地域雇用の拡充、他産業への波及による区域内全体の付加価値の向

上が期待できる。これらのことから、県と市町村は、商業・物流関連分野を推進する。 
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出典：RESAS 

⑧医療機関や試験研究機関（大学等を含む）と健康・美容・福祉等及び流通・情報通信、サービス関

連産業による産学連携を活かしたサステナブルなヘルスケア分野 

 

厚生労働省では、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられるこ

とができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進して

いる。 

本区域の 65 歳以上人口割合は、2020年時点で 31.66％と全県の 31.59％と大きな差はないが、2045

年の推計では 42.85％となり、同年の全県推計 41.7％と 1％以上の差が生まれ、今後、他地域に比べて

高齢化が加速することが予測されている。一方、上伊那医療圏は長野県内 10の二次医療圏の中で、人

口 10万人あたりの医師数が８位、病院病床数が９位となっており、今後、医療需要は増加するが、医

療供給は少ない地域となっている。 

他方、本区域内には、伊那中央病院、昭和伊南総合病院、町立辰野病院の３つの公立病院、長野県看

護大学をはじめとする医療系教育機関、健康を志向する研究開発型企業や健康福祉機器製造の企業が

立地している。さらには、医薬部外品やスキンケア製品等を受託製造する企業の立地が予定されてい

るなど、次世代ヘルスケア産業への取り組みが期待できる。 

本区域内の自治体においては、医療機関、試験研究機関を中心に据え、健康・美容・福祉をはじめと

したサステナブルなヘルスケア分野の民間事業者と連携し、本区域の特性にあった支援・サービス提

供体制の構築を推進することで、雇用吸収力の高いヘルスケア分野の事業化にもつながり、地域への

大きな波及効果が期待できる。これらのことから、県と市町村は、ヘルスケア分野を推進する。 
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６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他の地域経済牽引

事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

（１）総論 

地域の特性を生かして、地域経済牽引事業を支援していくためには、地域の事業者のニーズをしっ

かりと把握し、適切な事業環境の整備を行っていく必要がある。事業者ニーズを踏まえた各種事業環

境整備に当たっては、国の支援策も併せて活用し、積極的な対応で事業コストの低減や本地域にしか

ない強みを創出する。 

 

（２） 制度の整備に関する事項 

  

① 不動産取得税、固定資産税の減免措置の創設 

 活発な設備投資が実施されるよう、一定の要件を課した上で、不動産取得税等の減税措置に関す

る条例の整備・運用を行う。 

  

② 用地、建物、償却資産の取得に係る助成制度 

 活発な設備投資が実施されるよう、一定の要件を課した上で、用地や建物、償却資産の取得に対す

る助成制度や、固定資産税相当額を助成する制度の整備・運用を行う。 

 

③ 地方創生関係施策 

 令和６年度以降もデジタル田園都市国家構想交付金等の活用を視野に、農林産業と製造業との農

商工連携による６次産業化分野及び、豊かな自然、歴史的文化財や観光農業などの観光資源を活用

した観光・スポーツ・文化・まちづくり分野において、設備投資支援等による事業環境や、販路開拓

の強化等を実施する予定である。 

 

（３）情報処理の促進のための環境の整備（公共データの民間公開に関する事項等） 

区域内の駒ケ根市では、市民の利便性向上や地域の課題解決、民間企業の業務効率化、新たなビジ

ネス立ち上げなど、地域経済牽引事業の促進のため、保有するデータのうち、個人情報など公開でき

ないものを除くデータについては、二次利用可能な形で積極的に公開している。 

今後、区域内の他の自治体もオープンデータ化について関係部署と調整し、準備が整ったデータ

から、順次公開する。 

オープンデータ化しているもの 

①景観育成住民協定区域 

②景観計画重点地区 

③ビュースポット 

④河川・湖沼・橋梁 

⑤巨石・名石 

⑥巨木・古木 

⑦建造物・彫刻・仏像 
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⑧古道・峠 

⑨考古・絵画・工芸 

⑩祭り・伝説・物語 

⑪史跡 

⑫施設・公園 

⑬寺院・神社 

⑭石仏・石碑・道標 

 

（４）事業者からの事業環境整備の提案への対応 

 長野県上伊那地域振興局内、（公財）上伊那産業振興会内に、事業者の抱える課題解決のための相談

窓口を設置する。また、事業環境整備の提案を受けた場合は、長野県庁や上伊那広域連合と連携して

対応する。 

 

（５） その他の事業環境整備に関する事項 

 

① 事業開始後の継続した支援 

（公財）上伊那産業振興会が運営している、企業ＯＢ、ＯＧで組織して、地域企業の課題の解決や

ビジネスマッチング支援のために設置した元気ビジネス応援隊の活動を充実させ、地域内企業の課

題解決支援や域外企業とのビジネスマッチング、次世代産業への進出などを支援する。 

 （公財）長野県産業振興機構伊那センターの活動を通して、地域企業が利用できる高度試験研究

機関の紹介や、幅広い分野における専門家による各種相談窓口において、支援機能の拡充を実施す

る。 

 

② 事業承継に関する支援 

 域内の事業者における円滑な事業承継を支援するため、商工団体、日本政策金融公庫、八十二銀

行、長野銀行、アルプス中央信用金庫、税理士などの関係機関と連携して、事業の親族内承継を支

援するとともにＭ＆Ａ（第三者への経営権譲渡）やＭＢＯ（経営陣買収）など事業承継のツールの

周知を行う。 

 また、長野県事業承継・引継ぎ支援センターや長野県中小企業活性化協議会と連携して、円滑な

事業承継の支援を行うとともに、地域の中核となっている企業に対して、できる範囲で、被承継企

業の財務状況や取引先情報の提供を行い、被承継企業のもつシーズの有効活用について提案を行っ

ていく。 

 

③ 技術支援 

（公財）長野県産業振興機構伊那センターで、信州大学や長野県工業技術総合センターなどが持

っている技術シーズの情報を収集し、技術ニーズに合った情報を事業者へ提供していく。また、異業

種交流会を通して、様々な課題解決や新しい技術の導入について研究を進めていく。 

地域内企業の新分野進出や新技術の開発など、地域産業の新たな展開を支援するため、産学官の
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連携を支援するコーディネート活動を行うとともに、新産業分野を創出するための研究会を創設し

て事業の企画と運営を行う。 

 

④ 省エネルギーへの取り組みの推進 

信州省エネスペシャリストと連携して、省エネ診断の受診について地域内の事業者に広報してい

く。照明設備や空調設備、生産設備の省エネのための改善方法について、提案を行っていく。 

また、区域内の豊かな森林資源と清流を活用した木質バイオマスや、小水力を中心とした再生可

能エネルギーについて、区域内企業への情報提供を行い、その利用について提案を行っていく。 

 

⑤ 農村振興政策との連携 

本区域は、稲作を中心として、花卉、リンゴやぶどうなどの果物の生産が盛んである。しかし、

農業経営者の高齢化も進んでいるため、農地の保全が課題となっている。地域経済牽引事業者に、

農産物の利用や効率的な農作業のための技術開発を進めてもらうため、市町村農政部門と連携して、

農業経営者と企業とのマッチングを進める。 

 

⑥ 人材育成と人材確保支援 

本区域の企業と関係機関が連携して組織している「上伊那若者人材確保連携協議会」を主体に、学

生と区域内企業が一緒に将来の職業について研究するイベントを開催する。また、南信工科短大振

興会の取り組みも含め、区域内企業と連携して区域内の中学生と高校生に、区域内企業を知っても

らうイベントを開催する。 

また区域内の工業高校とものづくり産業の企業が連携し、企業での実習を単位に組み込むなど、

工業高校を中心としたものづくり人材の育成に取り組む。 

区域内の商工会議所や自治体において、移住者のための無料職業紹介事業を行い、地域経済牽引

事業者と移住者とのマッチングを行う。 

長野県南信工科短期大学校における地域人材の育成カリキュラムや、在職者の技術向上のための

スキルアップ講座などを、南信工科短大振興会との連携により支援すると共に、（公財）上伊那産業

振興会が実施する人材育成研修会をさらに充実させ広報を積極的に行い、社員や将来の即戦力とな

る人材育成を推進する。 

 

⑦ インフラの整備促進 

上伊那地域を南北に縦断する国道 153 号バイパス及び産業団地等にアクセスする県道の整備促進

を図るとともに、中央自動車道のサービスエリアやパーキングエリアのスマートインターチェンジ

化を進め、首都圏や中京圏との交通アクセスの充実を図っていく。 

また、国道 153 号バイパスや産業団地等にアクセスする国県道の整備促進を図る。その際、他県

と連携してさらなる産業振興の活性化を図るため、広域的地域活性化基盤整備計画との連携も併せ

て検討する。 
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（６）実施スケジュール 

取組事項 
令和６年度 

（初年度） 
令和７年度 

令和８年度～令和 10

年度（最終年度） 

【制度の整備】 

①不動産取得税、固定資産税の

減免措置の創設 
制度検討・運用 検討・運用 運用 

②用地、建物、償却資産の取得

に係る助成制度 
制度検討・運用 検討・運用 運用 

③地方創生関係施策  交付金の活用 交付金の活用 

【情報処理の促進のための環境整備（公共データの民間公開等）】 

① 公共データの民間公開 一部自治体運用 全自治体検討 運用 

【事業者からの事業環境整備の提案への対応】 

① 事業提案への対応 運用 運用 運用 

【その他】 

①事業開始後の継続した支援 検討・運用 運用 運用 

②事業承継に関する支援 検討・運用 運用 運用 

③技術支援 検討・運用 運用 運用 

④省エネルギーへの取り組み

の推進 
検討・運用 運用 運用 

⑤農村振興政策との連携 検討・運用 運用 運用 

⑥人材育成と人材確保支援 検討・運用 運用 運用 

⑦インフラの整備促進 運用 運用 運用 
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７ 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項 

（１）支援の事業の方向性 

地域一体となった地域経済牽引事業の促進に当たっては、長野県工業技術総合センターや産業支援

機関、（公財）長野県産業振興機構伊那センター、地域の大学としての信州大学や長野県看護大学及び

長野県南信工科短期大学校、八十二銀行、長野銀行、アルプス中央信用金庫など、地域に存在する支

援機関がそれぞれの能力を十分に連携して支援の効果を最大限発揮する必要がある。このため、上伊

那の８市町村及び長野県では、平成 29年度に、これらの支援機関の大多数を含んだ地域経済牽引事業

促進協議会の組織化をした。協議会では国の職員を招いての情報交換会等を実施し、支援スキルの向

上に努めている。 

 

（２）地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法 

 

①国立大学法人信州大学 

信州大学は南箕輪村に農学部を有し、民間企業との共同研究などにより機能性食品等商品開発に

協力している。このほか圏域外の松本市に人文学部、経法学部、理学部、医学部を、長野市に教育学

部、工学部、上田市に繊維学部を有しており、工学部と繊維学部では圏域内の機械、精密、電機、電

子等の分野の民間企業との共同研究や、国のプロジェクトを共同で実施して企業の研究開発向上支

援に取り組んでいる。また、医学部では医のニーズと産業界の技術力とを連携する医工及び医農連

携に取り組み、地域産業の新分野進出を支援している。 

 

②長野県看護大学 

人材育成とともに、臨床現場の看護職者や地域住民との交流、産学官連携を行っている。 

 

③長野県南信工科短期大学校・南信工科短大振興会 

従来、区域外でしか学ぶことの出来なかった高度工科系教育の実践の場として設立され、将来の

地域を即戦力として担う若い人材の高度教育と共に、技術向上のための在職者訓練を通して、地域

の労働力増、地元企業の技術のスキルアップを図っている。定員各 20人の機械システム学科と電気

システム学科の二つの２年制の専門課程と、６か月課程の機械科がある。 

また、民間企業・団体による「南信工科短大振興会」も設置されており、南信地域を中心に 160以

上の会員を有し、長野県南信工科短期大学校の運営と人材の地域企業への就職を支援している。 

 

④長野県工業技術総合センター 

製造業に対する公設試験研究機関として、依頼試験、機器貸付、技術相談、人材育成等を行ってい

る。県下４か所に技術分野別に材料技術部門（長野市）、技術連携部門（長野市）、食品技術部門（長

野市）、環境・情報技術部門（松本市）、精密・電子・航空技術部門（岡谷市）の５部門が設置され、

各分野に特化した試験研究設備が整備されている。機器を利用した依頼試験や機器貸付のほか、職

員による技術相談や共同研究、受託研究、人材育成等により、企業の先端的技術開発、製品評価、品

質対策等の要求に応えている。上伊那地域からの相談件数は、部門の設置されている長野、諏訪、松
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本地域に次ぐ件数となっている。 

⑤（公財）長野県産業振興機構伊那センター 

業種や業態を超えて総合的に新分野進出、起業（創業）、経営革新支援等を行うワンストップサー

ビス機関として、長野県経済の活性化と雇用創出を担っている。 

具体的な事業内容としては、創業及び経営革新の支援に関する事業、商品開発及び販路開拓支援

に関する事業、地域産業の活性化支援に関する事業、中小企業の経営に必要な情報収集提供に関す

る事業、中小企業の再生支援に関する事業、中小企業の事業引継ぎ支援に関する事業など、長野県内

企業の各種支援を行っている。 

また、本地域の産業振興を目的に、産学官交流、新産業創出支援、共同研究等推進、人材育成等に

関わる支援事業を行っている。大学等のシーズ情報や、企業間の共同研究・共同受注の場作りなど、

地域の製造業支援に不可欠な役割を果たしている。 

 

 ⑥(公財)上伊那産業振興会（伊那技術形成センター） 

様々な角度における中小企業支援及び人材育成に軸足を置き、小学校から長野県南信工科短期大

学校に至る教育機関との連携や企業人材を対象とした研修会による人材育成、中小企業への支援人

材派遣、南信工科短大振興会運営などの事業を実施している。 

また、地域企業の課題の解決やビジネスマッチング支援のため、企業ＯＢ・ＯＧによる元気ビジ

ネス応援隊事業の推進により、地域企業の底力の向上に取り組んでいる他、「世界一を目指し行動

する上伊那地域企業の会」などの事務局としての活動も行っている。 

 

⑦日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ） 

中堅・中小企業等の日本からの輸出や海外進出を支援している。海外進出した日系企業に対して

は、販路紹介、トラブル回避のアドバイス等、企業のニーズや進出段階に応じた支援に加え、事業の

見直し、第３国展開といった新たなビジネス展開ニーズにも応えている。 

サービス、健康・長寿、環境・エネルギー、インフラシステム、知的財産の活用、クールジャパン

の推進等、日本が強みを有する産業、技術・ビジネス分野は重点を置いて支援し、海外展開を通じて

日本の文化・産業への関心を高め、更なる需要喚起や訪日外国人の増加等も図っている。 

また、政府目標である「2030 年に農林水産物・食品の輸出額５兆円」の実現と、政府が推進する

地方創生に貢献していくため、国内外のネットワークを最大限活用し、品目別輸出団体等と連携し、

関係省庁と一体となってオール・ジャパンで農林水産物・食品の輸出に取り組んでいる。 

 

⑧ＡＲＥＣ（浅間リサーチエクステンションセンター）伊那分室 

企業経営、人材に関する支援を行っている。中小企業の人材不足の一因となっている中小企業に

対する一般（就職予備軍）の情報不足を埋めるための啓発活動を実施している 

 

⑨日本政策金融公庫 

日本政策金融公庫は、特に創業に関する事業計画等の相談及び融資による支援を行う。また、農林

業分野及び食品産業分野の事業者には、長野支店で行っている融資制度やビジネスマッチング事業
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の紹介を行う。 

 

⑩八十二銀行 

八十二銀行は、制度融資や独自の融資により企業活動に必要な資金の調達支援、経営や事業活動、

経理事務の合理化の提案などの支援を行う。また、地方創生応援私募債を通じて、地域の学校や社会

福祉団体等へ金品を寄贈することによる企業の社会貢献事業を支援する。 

 

⑪長野銀行 

長野銀行は、制度融資や独自の融資により企業活動に必要な資金の調達支援、経営や事業活動、経

理事務の合理化の提案などの支援を行う。 

各地区の商工会議所、商工会および（公財）長野県産業振興機構等と連携し、創業支援等に対する

取組みを支援する。また、環境・エネルギー産業、医療・介護、健康関連等の成長分野に対して、積

極的な支援を行う。 

 

⑫アルプス中央信用金庫 

アルプス中央信用金庫は、制度融資や独自の融資により企業活動に必要な資金の調達支援、経営

や事業活動、経理事務の合理化の提案などの支援を行う。 

事業承継に関して、適切なアドバイスと情報の提供を行い、関心のある企業に対して、Ｍ＆Ａ案件

の情報提供やベンチャーキャピタルへの案件の取次などの支援を行う。 

 

⑬長野県信用組合 

長野県信用組合は、制度融資や独自の融資により企業活動に必要な資金の調達支援、経営や事業

活動、経理事務の合理化の提案などの支援を行う。 

特に医療、介護、福祉の専門スタッフを配置し、資金調達から経営に関するさまざまな相談事業に

より事業者を支援する。 

 

⑭伊那商工会議所 

中小企業、小規模事業者が抱える経営課題を把握し、経営指導員による巡回と相談窓口による経

営支援を行う。また、各種研修会や創業スクールを通して、事業者の課題解決や創業のための支援を

行う。 

人材不足解消のための支援として、無料職業紹介事業者として移住者と企業の求人とのマッチン

グを行う。 

 

⑮駒ケ根商工会議所 

中小企業、小規模事業者が抱える経営課題を把握し、経営指導員による巡回と相談窓口による経

営支援を行う。各種研修会を通して、事業者の課題解決の支援を行う。 

テクノネット駒ケ根を通して、異業種交流によるマッチングを支援する。 

⑯伊那市商工会、辰野町商工会、箕輪町商工会、飯島町商工会、南箕輪村商工会、中川村商工会、宮
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田村商工会 

区域内の商工会が合同で創業のための研修会を開催する。 

事業経営者のための経営相談や記帳指導、申告のための相談などにより事業者の支援を行う。 

事業者の強みの把握、課題や課題解決の方法について、商工会と国が選定したネットワークアド

バイザー、そして課題に適した専門家が一体となって無料で支援する。 

 

⑰伊那谷アグリイノベーション推進機構 

信州大学農学部、上下伊那の市町村、企業などで構成し、信州大学農学部が集積してきた様々なシ

ーズを企業や各種団体のニーズと結びつけ、産学官の取り組みを強化し、伊那谷地域の農林業のグ

ローバル化を牽引する。 
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８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項 

（１）環境の保全 

上伊那地域は、南アルプスと中央アルプスの豊かな自然環境に抱かれ、清浄な空気及び良質な水と

いった、いわば自然の資源が現在の本地域を支えてきた。今後の本地域の持続的な発展を目指してい

くには、貴重な自然環境を保護し持続可能に発展していくことが重要、かつ、求められている。企業

にとっても、地域社会が有する価値観と調和のとれた事業活動によって、地域に根ざし、地域ととも

に発展していくことが重要な要素となっている。 

これまでも、県全体で地球温暖化対策、公害防止、リサイクル等に努めてきている。さらに、自然

環境との調和、環境負荷の軽減に対して、企業のみならず地域住民等地域一体となった取り組みを積

極的に推進していくこととする。具体的には各市町村関連条例の遵守、「自然を大切にする圏域づく

り」、「快適な圏域づくり」とともに、以下のような取り組みについても推進していく。 

・廃棄物の減量化・リサイクルの積極的な推進や、自然エネルギーの利活用等の温暖化防止対策に

ついて、必要な情報を提供するとともに事業活動の定着を推進する。 

・事業所への立ち入り検査などによる水質汚濁・大気汚染の未然防止の徹底と適正な管理や改善に

ついての指導に努める。 

・地域で進める『豊かな環境づくり上伊那地域会議』活動の「環境学習支援事業」、「自然観察」、「環

境講演会」について、企業の積極的な参加を促していく。 

・既存のリサイクルシステム研究会をはじめとする各種活動のなかで、企業・地域住民に対する環

境、リサイクル等に対する普及活動を継続して実施し、さらなる意識向上を図っていく。 

・廃棄物の不法投棄を許さない環境づくりのための広報啓発活動を推進し、地域における環境等に

対する規範意識の向上を目指す。 

・地域内企業が毎年ボランティアとして実施している「天竜川環境ピクニック」など、既存企業が行

っているＣＳＲ活動に積極的に参加するよう指導する。 

・小学校と（公財）上伊那産業振興会とで毎年行っている「環境出前授業」により、将来の地域を担

う人材を環境面から育成する。 

新規開発を行う場合は、周辺土地利用を鑑み、可能な限り自然環境に影響を与えないよう配慮し、

環境関係法令の遵守や環境保全・環境負荷の低減に向けた十分な配慮を行い、事業活動に伴い生じう

る環境保全上の問題に配慮しつつ、地域社会との調和を図っていくものとする。また、県や市町村の

計画等との整合性を図り、事業活動等が住民の理解を得られるよう、企業、行政が連携して住民説明

会を実施し、周辺住民の理解を求めていく。 

また、環境省が自然環境保全基礎調査で選定した特定植物群落、国内希少野生動植物種の生息（繁

殖・越冬・渡り環境）・生息域等及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する

鳥獣保護区が当促進区域内に存在することから、地域経済牽引事業を実施する場合には、これら多様

な野生動植物の生息・生育に十分配慮していく。 

特に国立公園及び県立自然公園に影響を与える区域で地域経済牽引事業を行うこととなった場合に

は、長野県の環境部門及び市町村の環境部門と連携して、貴重な生物資源及び森林資源など自然公園

に影響を与えない開発となるよう指導する。 

なお、本計画は公園計画との整合を図ったうえで策定したものであり、また、国立公園内において
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地域経済牽引事業計画を承認する際には地方環境事務所と調整を図ることとする。 

また、原則として鳥獣保護区及び環境省が自然環境保全基礎調査で選定した特定植物群落の区域内

での地域経済牽引事業は行われないようにするが、区域内で地域経済牽引事業を行うこととなった場

合には、長野県の林務部門及び環境部門と連携して区域内の鳥獣及び特定植物群落の生態に影響を与

えないような開発となるように指導する。 

環境保全上重要な地域に促進区域を設定する場合、整備の実施に当たって、これら多様な野生動植

物の生息・生育に十分配慮し、希少な野生動植物種が確認された場合には、自然環境部局と十分調整

を図りつつ、専門家の意見を聴くなどして、生息等への影響がないよう十分に配慮して行う。 

 

（２）安全な住民生活の保全 

地域の安全と平穏の確保は、環境保全と同様、地域の発展にとって欠かすことのできない要素であ

る。犯罪及び事故のない安全で安心して暮らせる地域社会をつくるため、犯罪・事故の発生防止に向け

た啓発などにより住民一人ひとりの防犯意識を高めるとともに、警察、学校、住民、企業の積極的な連

携のもと、より一層、地域ぐるみの体制強化を図っていく。 

 本地域は、河岸段丘や盆地地形であることから、住民生活とともに企業の事業活動の安定のため、治

水対策、地滑り、治山対策、砂防等水害・土砂災害の予防対策、住民の防災意識の啓発など災害に強い

地域づくりを推進するとともに、犯罪及び事故防止のため、住民の理解を得ながら以下のような取り

組みについても推進する。 

・企業の事業所付近、特に車両出入口、交差点等にミラーの設置、警備員の配置等を求めていく。 

・交通事故防止等のため、ガードレール設置、街路灯の設置、歩道の確保など、交通安全対策を進めて

いく。 

・冬期間、山間部の道路凍結による事故を防ぐため、除雪、凍結防止に努める。 

・地域の安全活動を推進するため、警察、自治体、防犯協会等関係機関と連携し、地域住民等が行う防

犯ボランティア活動等に参加するほか、活動に必要な物品、場所等を提供するなどの支援・協力に努

める。 

・犯罪又は事故発生時における警察への連絡体制を整備する。 

・防犯意識向上の啓発及び防犯カメラや防犯性の高い施錠等防犯設備の充実を求めていく。 

・犯罪が起きにくい防犯性の高い道路、公園等の整備普及を図る。 

 

（３）その他 

 ＰＤＣＡ体制の整備 

区域内自治体、長野県、(公財)長野県産業振興機構、（公財）上伊那産業振興会、区域内商工会議

所及び商工会、区域内金融機関、国立大学法人信州大学で、地域経済牽引事業促進協議会を組織す

る。年１回、地域経済牽引事業促進協議会を開催して、基本計画と承認事業計画に関するレビューを

実施する。その結果に基づいて、基本計画の効果の検証と事業の見直しを検討する。 
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９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項 

（１）総論 

重点促進区域の区域内においては、次の通り農地が存在するため、これらの地域において地域経済

牽引事業を実施する場合は、土地利用調整計画を策定する必要がある。 

 

【重点促進区域１】 

長野県上伊那郡南箕輪村南原 

農地 

 

別添１参照 

 

【重点促進区域２】 

長野県伊那市御園 

農地 

 

別添２参照 

 

【重点促進区域４】 

長野県伊那市平沢 

  農地 

別添３参照 

 

【重点促進区域５】 

長野県上伊那地域辰野町北沢 

  農地 

6694 番、6696 番、6697 番、6698 番、6716 番 1、6717 番 1、6718 番 1、6720 番 1、6727 番 1、

6727 番 4、6728 番 1、6729 番 1、6732 番 2、6733 番 1、6739 番、6740 番、6741 番 1～2、6748

番、6749 番、6750 番、6751 番、6752 番、6753 番、6754 番 1、6755 番、6756 番、6761 番 1、

6762番 1、6763番 1、6765番、6766番、6767番、6768番、6769番 1、6771番、6772番、6776

番、6777番 1、6777番 4～5、6778番、6779番、6780番、6781番、6782番、6783番 1、6788番

1、6789番、6790番、6792番、6795番、6796番、6810番、6811番 2、6813番 1、6814番、6815

番、6817 番、6818 番、6819 番、6820 番、6821 番、6822 番、6823 番、6824 番 1、6825 番 1、

6827番 1、6829番、6830番、6831番、6832番、6833番 1、6834番 1、6836番、6840番、6843

番、6844番、6845番、6848番 1、6849番 1、6850番 1、6851番 1、6853番、6854番、6856番

1、6858 番、6859 番、6861 番 1、6863 番、6864 番、6867 番 1、6868 番 1、6870 番 1、6871 番

1、6872番、6873番、6874番、6877番 1、6879番 1、6894番 1、6895番 1、6897番 1、6898番

1、6899 番、6901 番、6902 番 1、6903 番 1、6906 番 1、6907 番 1、6908 番 1、6909 番 1、6913

番 1、6914番 1、6916番 1、6917番 1 
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【重点促進区域６】 

長野県駒ケ根市赤穂 

農地 

12658番 2、12658番 3、12659番 1、12659番 5、12660番 1、 12660番 4、12661番 1、12661

番 3、12662番 1、12662番 3、12663番 1、12663番 3 

 

【重点促進区域７】 

長野県上伊那郡南箕輪村大芝 

農地 

  別添４参照 

 

【重点促進区域８】 

長野県上伊那郡宮田村 

農地 

5385、5383、5389、5390、5391、5392、5393、5399、5400、5403、5401、5405、5413、5411、

5460-1、5459-1、5444、5443、5436、5416、5417、5418、5424、5419-2、5419-1、5429-1、5428-

1、5426-1、5450-96、5450-95、5450-352、5450-271、5450-289、5450-272、5450-299、5450-273、

5450-288、5450-276、5450-265、5450-300、5450-264、5450-290、5450-263、5450-262、5450-

261、5450-260、5450-395、5450-377、5450-384、5424、5419-2 

 

（地区内における公共施設整備の状況） 

【重点促進区域１】 

本区域は、４社の運輸業関連企業を中心に製造業などの企業が立地している区域である。また、伊

那ＩＣから約３ｋｍと良好なアクセスを有するなど交通インフラが充実した場所でもあり、当該区

域において新たな公共施設を整備する必要はない。 

 

【重点促進区域２】 

 本区域は、上伊那地域の中核的な医療機関である伊那中央病院に隣接している区域である。また、

伊那ＩＣから約１ｋｍと良好なアクセスを有するなど交通インフラが充実した場所でもあり、当該

区域において新たな公共施設を整備する必要はない。 

 

【重点促進区域４】 

 本区域は、４社の企業が立地する鳥居沢工業団地を有する区域である。また、伊那ＩＣから約７

ｋｍ、小黒川スマートＩＣからは約３ｋｍと良好なアクセスを有するなど交通インフラが充実した

場所である。また、本区域内の鳥居沢工業団地は上水道が整備されており、下水道は合併浄化槽の

エリアである。したがって、立地による造成に伴う上水道の引き込みは容易であり、下水道におい

ては合併浄化槽によって処理を行うため、当該区域において新たな公共施設を整備する必要はな
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い。 

 

【重点促進区域５】 

 本区域は、１８社の企業が立地する北沢工業団地に隣接している区域である。また、伊北ＩＣか

ら約１ｋｍと良好なアクセスを有するなど交通インフラが充実した場所である。また、本区域内は

上水道が整備されており造成に伴う上水道の引き込みは容易であり、下水道は合併浄化槽によって

処理を行う。したがって立地にあたり、当該区域において新たな公共施設を整備する必要はない。 

 

【重点促進区域６】 

本区域は、地域の特性として、駒ヶ岳ＳＩＣから約３ｋｍと良好なアクセスを有するなど交通イ

ンフラが充実した場所でもあり、当該区域において新たな公共施設を整備する必要はない。 

 

【重点促進区域７】 

本区域は、地域の特性として南箕輪村で唯一大規模な工業団地となっている北原工業団地周辺の

地域である。また、伊那ＩＣから約３ｋｍと良好なアクセスを有するなど交通インフラが充実した

場所でもあり、当該区域において新たな公共施設を整備する必要はない。 

 

【重点促進区域８】 

本区域は、松の原工業団地に隣接しており製造業が集約化されている区域である。 

また、事業化が決定されている伊駒アルプスロードの予定地でもあり、産業振興に寄与することが

期待されており、当該区域において新たな公共施設を整備する必要はない。なお、村内には４の工業団

地が存在するが未分譲はない。 

さらに、5450-395（20㎡）、5450-377（78㎡）に遊休地はあるが、ともに不整形地であり広さも

企業のニーズに合う遊休地でないため、当該区域において地域経済牽引事業を重点的に促進するこ

とが適当であるため、重点促進区域に設定することとする。上記遊休地については、農業用地以外

での活用を検討している。 

 

（地区内の遊休地等の状況等） 

重点促進区域４の伊那市においては、次のとおり遊休地等が存在しているため、これらの地域に

おいて地域経済牽引事業を実施する場合は、これら遊休地等を優先的に活用することとする。 

【伊那市】（未利用地）伊那市小沢 

7227番 14、7227番 664、7227番 665、7227番 666、7227番 667、7227番 668、 

7227番 1970、7227番 1971、7227番 1972、7227番 1975、7227番 1976、7227番 1968、 

7227番 1969、7227番 1973、7227番 2001、7227番 2002、7227番 2005、7227番 2431、 

7227番 2439、7226番 3、7267番 4、7288番 2 を一体とした小黒原産業適地の一画。 

  また、重点促進区域１、５、７の南箕輪村及び辰野町においては、産業用途に活用できる遊休地

等は存在していない。 

重点促進区域６の駒ケ根市においては、地域経済牽引事業の実施が可能な産業用地として利用可能
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な１ヘクタール以上のまとまった遊休地は存在しない。 

重点促進区域８の宮田村内においては、現在のところ、遊休地はあるが企業のニーズに合う遊休地

ではない。 

今後、遊休地等が確認され、これらの地域において地域経済牽引事業を実施する場合は、これら遊休

地等を優先的に活用することとする。 

 

 （他計画との調和等） 

【重点促進区域１】 

農地として重点促進区域に設定された南箕輪村 9590 番 2 ほか 44 筆の土地については、南箕輪村

国土利用計画において、伊那インターチェンジや権兵衛トンネルの開通等道路整備も進み、住宅地、

商業地として発展してきている地域として位置づけられており、今般、地域経済牽引事業を促進し

ていく見込みであり、これらの方針と調和したものである。 

促進区域内の遊休地等について、南箕輪村においてその把握に努め、事業者に対して適切に開示

するものとする。 

また、南箕輪村農業振興地域整備計画の土地利用の構想において、「本地域は、中央自動車道の伊

那インターが設置され、また、地区内には大規模農道が南北に走り、物流施設も多く整備され、第 2

次、第 3 次産業の進展が顕著になってきている。この際、本地域農業の将来あるべき姿を明らかに

し村の総合計画に呼応した土地利用計画を策定する。村発展上最も大きな問題となるものの一つは

農地と住宅地、工場用地との競合である。農地のスプロール現象は土地利用計画上さまざまな機能

を妨げ非能率的な公共投資を余儀なくするのみでなく、土地利用の各種混在による公害の発生によ

り生活環境を乱すことから、その防止には十分配慮する。」と記載されており、本村の土地利用は、

住民が居住していない飛地山岳地帯を別とすると、標高の高い上段は畑・酪農・集落・工業地帯、中

段は水田・集落・市街地、下段は住宅・水田・工場地帯という構成になっています。自然との共生、

公共の福祉の優先、健康で文化的な生活環境の確保、農業や商工業など地域産業の振興を基本とし

て、総合的、計画的な土地利用を図っており、当該区域は上段地区に該当することから本計画と調和

したものである。 

 

【重点促進区域２】 

 農地として重点促進区域に設定された伊那市御園 1195番地 1ほか 148筆の土地については、伊那

市土地利用計画において、周囲の良好な景観や自然環境との調和を図りながら、にぎわいがあり、市

の中心的役割を担う多様な都市機能を備えた拠点地域として、交通網の整備や防災に配慮したまち

づくりを進めるとともに、適正な土地利用に向けた取組を推進する地域と位置付けられ、特に伊那

中央病院周辺区域は、地域の活性化につながる土地利用の可能性が大きくなることから「面整備検

討ゾーン」として位置づけられており、今般、地域経済牽引事業を促進していく見込みであり、これ

らの方針と調和したものである。 

促進区域内の既存の工業団地や遊休地等について、伊那市においてその把握に努め、事業者に対し

て適切に開示するものとする。 

また、伊那市農業振興地域整備計画の土地利用の構想において、「国道１５３号バイパスの開設等
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社会的インフラ整備の進捗に伴うモータリゼーションの進展や、ライフスタイルや価値観の多様化

に伴う余暇時間の増大等により、非農業的土地利用に対する社会的ニーズが増大することが見込ま

れている。こうした新たな土地需要に的確に対応しつつ、農業生産の基盤としての優良農用地を保

全する全市的な視野に立った土地利用調整が求められている。」と記載されている。さらに、伊那市

農業振興地域整備計画内の農地利用計画において、本区域に含まれる伊那中央病院周辺について、

「総合計画で面整備検討ゾーンとなっており、面的な開発(商業施設等)を含め土地利用について検

討する。」と記載されており、本計画と調和したものである。 

 

【重点促進区域４】 

重点促進区域のうち農地である伊那市平沢 8928番 1ほか 21筆の土地については、伊那市国土利

用計画において、優良農地の保全に配慮しつつ、地域の実情と特性を生かした都市基盤整備を進め

ることとし、併せて今後とも計画的に土地利用を図る地域として位置づけられている。 

本区域は農商工連携が図られた鳥居沢工業団地を有する地域であり、今後は効率化省力化した農

作物の生産方法を持つ事業者と域内の農業者とが連携し、農商工連携を活用した６次産業化分野の

地域経済牽引事業の用に供せられるものであることから、これらの方針と調和したものである。 

 伊那市内の既存の工業団地や遊休農地等については、伊那市においてその把握に努め、事業者に対

して適切に開示するものとする。 

また、伊那市農業振興地域整備計画の土地利用の構想において、「国道１５３号バイパスの開設等

社会的インフラ整備の進捗に伴うモータリゼーションの進展や、ライフスタイルや価値観の多様化

に伴う余暇時間の増大等により、非農業的土地利用に対する社会的ニーズが増大することが見込ま

れている。こうした新たな土地需要に的確に対応しつつ、農業生産の基盤としての優良農用地を保全

する全市的な視野に立った土地利用調整が求められている。」と記載されており、本計画と調和した

ものである。 

 

【重点促進区域５】 

  重点促進区域のうち農地である上伊那郡辰野町伊那富北沢 6694番ほか 115筆の土地については、

辰野町の国土利用計画において、地区の利便性を考慮した沿道土地利用の形成や誘導を図り、自然

環境と調査した整備が必要な地域として位置付けられている。 

  本地区は、北沢工業団地に隣接する地域であり、医療機器用の光学機械や金属加工などの製造業

が立地しており、医療機器分野への異業種からの進出を希望する企業や高度な機械加工技術を持つ

企業が、既存企業と連携してヘルスケア分野やデジタル関連分野の地域経済牽引事業の用に供され

るものであることから、これらの方針と調和したものである。 

  また、農村工業導入地区の指定を受けている大字伊那富字南原・北沢及び沢尻地籍の農用地と調

整を図りながら、調和のとれた活力に満ち、ゆとりある快適な農村地帯を実現するものである。 

 

【重点促進区域６】 

農地として重点促進区域に設定された土地については、以下のとおり他計画において方針が示さ

れている。 



~ 50 ~ 
 

農地として重点促進区域に設定された赤穂 12658番 2ほか 11筆の土地については、駒ヶ根市国土

利用計画を包含する駒ヶ根市第 5 次総合計画において、国道 153 号伊南バイパス道路沿線のうち中

通交差点より南については、「沿道サービス型業務ゾーン」と位置付け、流通・情報通信産業やサー

ビス業など、沿線の立地条件を活かした業務の土地利用を図る地域として位置づけられており、今

般、地域経済牽引事業を促進していく見込みであり、これらの方針と調和したものである。 

促進区域内の既存の工業団地や遊休地等について、駒ヶ根市においてその把握に努め、事業者に対

して適切に開示するものとする。 

また、駒ヶ根市農業振興地域整備計画において、農業従事者の安定的な就業の促進を図るための

方策として、資源の活用や企業等の要望に応じての、農・商・工連携による、産物・産業づくりの地

域おこし等を進めるとともに、就業機会の確保対策を進め、企業等他業種への従事に対しては、産業

の健全な育成・連携と、新たな企業誘致等による安定雇用の場の創出について、地域関係者等との連

携により進める旨、駒ヶ根市農業振興地域整備計画の変更を予定しており、これにより本計画との

調和も図られるものである。現行計画においても、企業等他業種への従事に対しては、産業の健全な

育成・連携と、新たな企業誘致等による安定雇用の場の創出について、地域関係者等との連携により

進めるとされていることから、現行計画との調和も図られるものである。 

 

【重点促進区域７】 

農地として重点促進区域に設定された南箕輪村 1634番 61ほか 63筆の土地については、南箕輪村

の国土利用計画において、工業用地の確保が求められている中で、北原区の工業用地周辺等は村内

で唯一大規模工業用地の確保できる余地があるため、工業用地として活用を図る地域として位置づ

けられており、今般、地域経済牽引事業を促進していく見込みであり、これらの方針と調和したもの

である。 

促進区域内の既存の工業団地や遊休地等について、南箕輪村においてその把握に努め、事業者に

対して適切に開示するものとする。 

また、南箕輪村農業振興地域整備計画の土地利用の構想において、「本地域は、中央自動車道の伊

那インターが設置され、また、地区内には大規模農道が南北に走り、物流施設も多く整備され、第 2

次、第 3 次産業の進展が顕著になってきている。この際、本地域農業の将来あるべき姿を明らかに

し村の総合計画に呼応した土地利用計画を策定する。村発展上最も大きな問題となるものの一つは

農地と住宅地、工場用地との競合である。農地のスプロール現象は土地利用計画上さまざまな機能

を妨げ非能率的な公共投資を余儀なくするのみでなく、土地利用の各種混在による公害の発生によ

り生活環境を乱すことから、その防止には十分配慮する。」と記載されており、本村の土地利用は、

住民が居住していない飛地山岳地帯を別とすると、標高の高い上段は畑・酪農・集落・工業地帯、中

段は水田・集落・市街地、下段は住宅・水田・工場地帯という構成になっています。自然との共生、

公共の福祉の優先、健康で文化的な生活環境の確保、農業や商工業など地域産業の振興を基本とし

て、総合的、計画的な土地利用を図っており、当該区域は上段地区に該当することから本計画と調和

したものである。 

 

【重点促進区域８】 



~ 51 ~ 
 

農地として重点促進区域に設定された 5385 番ほか 51 筆の土地については、宮田村国土利用計画

の中の（４）村土利用の基本方針で「村土利用の基本方向は、西部を生産緑地ゾーン、中心部を市街

地ゾーン、東部及び南東部を開発ゾーンとし、これらの背景となる自然保護ゾーンや段丘斜面の緑

地を保全、育成しながら農業、工業、商業、観光、公共施設などの調和のとれた村土利用を図りま

す。」として位置づけられており、今後、地域経済牽引事業を促進していく見込みであり、これらの

方針と調和したものである。 

促進区域内の既存の工業団地や遊休地等について、宮田村においてその把握に努め、事業者に対

して適切に開示するものとする。 

また、農業振興地域整備計画では農用地区域に指定されている。 

 

（２）土地の農業上の利用との調整に関し必要な事項 

土地利用調整区域については、遊休地を含め上記（１）において把握された工場適地や業務用地を

優先して設定することとする。また、土地利用調整区域への立地を想定していた事業者が立地を取

りやめる、立地した事業者がその後すぐに撤退する等の事態が生じないよう、具体的な立地ニーズ

や事業の見通しを踏まえて区域を設定する。やむを得ず土地利用調整区域に農地を含める場合にお

いては、市町村が土地利用調整区域を設定する際に、下記の方針により土地利用調整を行うことと

する。 

 

① 農用地区域以外での開発を優先すること 

長野県上伊那郡南箕輪村南原、長野県伊那市御園、長野県上伊那郡辰野町北沢、長野県駒ケ根市赤

穂、長野県宮田村、長野県上伊那郡南箕輪村大芝及び長野県伊那市平沢の一部は、農用地区域となっ

ているため、農用地区域以外での開発を優先することとする。 

 

② 周辺の土地の農業上の効率的な利用に支障が生じないようにすること 

長野県上伊那郡辰野町北沢、長野県上伊那郡南箕輪村大芝及び長野県伊那市平沢には集団的農用

地がある。やむを得ずこうした農用地区域に土地利用調整区域を設定する場合でも、集団的農用地

の中央部を開発することで高性能農業機械による営農に支障が生じるような事態を避けるととも

に、小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、農業生産基盤整備事業の実施や農地流

動化施策への支障が生じないようにするなど、農用地区域の効率的な利用に支障が出ないようにす

ることとする。また、農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65号）第 19条第１項に規定する

地域計画（以下「地域計画」という。）の区域内に他の使途の土地が介在することとなり、当該地域

計画に定められた農作物の生産振興や産地形成、当該地域計画に定められた効率的かつ安定的な農

業経営を営む者に対する農用地の利用の集積及び農用地の集団化に関する目標等の地域計画の達成

に支障が生ずることのないようにする。 

長野県上伊那郡南箕輪村大芝においては、現在、農業用用排水施設の更新事業が実施中であるこ

とから、当該事業の受益地において開発が行われることを避けるなど、農用地区域の効率的な利用

に支障が生じないようにすることとする。やむを得ず当該事業の受益地となる可能性のある土地を

土地利用調整区域に含めることを検討する場合には、当該事業の担当部局と調整を行うこととする。 



~ 52 ~ 
 

 

③面積規模が最小限であること 

やむを得ず農地において関連産業の用に供する施設を整備する場合は、個別の施設について計画

する事業内容に基づき立地ニーズを確認し、事業を行う上での最小限の面積をその用に供すること

とする。 

 

④面的整備を実施した地域を含めないこと 

長野県上伊那郡辰野町北沢、長野県駒ケ根市赤穂及び長野県上伊那郡南箕輪村大芝においては、

過去において圃場整備事業が実施されている。このため、当該事業の対象農地については、工事が完

了した年度の翌年度の初日から起算して８年を経過しない間は、土地利用調整区域に含めないもの

とする。 

なお、長野県伊那市御園、長野県伊那市平沢においては、面的整備を実施していない。 

また、今後、これらの地域において、面的整備を実施する予定はない。 

 

⑤農地中間管理機構関連の取組に支障が生じないようにすること 

現在、長野県上伊那郡南箕輪村、伊那市において農地中間管理機構関連事業は実施されていない

が、辰野町では実施されている。 

 農地中間管理機構関連事業の対象農地については、以下の方針にて取り扱う。 

・農地中間管理権の存続期間中は土地利用調整区域に含めないこと 

・農地中間管理機構関連事業を行う予定のあることが公にされている農地についても土地利用調

整区域に含めないこと 

・農地中間管理権の存続期間が満了した農地についても、上記①から③までの考え方に基づき、や

むを得ない場合でなければ土地利用調整区域に含めないこと 

また、今後、これらの地域において、農地中間管理機構関連の取組を実施する予定はない。 

 

（３）市街化調整区域における土地利用の調整に関し必要な事項 

本区域内には、市街化調整区域は存在しない。 

 

 

10 計画期間 

本計画の計画期間は、計画同意の日から令和 10年度末日までとする。なお、長野県上伊那地域基本

計画に基づき法第 11条第３項の規定による同意（法第 12条第１項の規定による変更の同意を含む。）

を受けた土地利用調整計画に関する変更の同意及び法第 13 条第４項の規定による承認（法第 14 条第

３項の規定による変更の承認を含む。）を受けた承認地域経済牽引事業計画に関する変更の承認及び承

認の取消しについて、当該同意基本計画の失効後も、なお従前の例による。 

 



【重点促進区域１　】 （別添１）

地番

1 9590-2

2 9591-1

3 9592-1

4 9592-6

5 9592-7

6 9593-1

7 9594-1

8 9595-1

9 9596-1

10 9597-1

11 9597-2

12 9597-3

13 9598-3

14 9598-4

15 9598-5

16 9598-6

17 9600-10

18 9600-11

19 9600-6

20 9600-7

21 9600-8

22 9600-9

23 9601-1



24 9602-1

25 9603-1

26 9604-1

27 9605-1

28 9606-1

29 9606-4

30 9606-5

31 9606-6

32 9607-1

33 9607-10

34 9609-7

35 9610-1

36 9610-13

37 9610-2

38 9610-3

39 9610-4

40 9610-5

41 9610-8

42 9611-1

43 9612-1

44 9612-2

45 9613-1

45筆



【重点促進区域２】長野県伊那市御園　農地 （別添２）
字 地番 枝番 地積 字 地番 枝番 地積

御園 1195 1 823 御園 1228 2 891

御園 1195 2 991 御園 1229 1 880

御園 1196 1 991 御園 1229 2 837

御園 1196 2 991 御園 1230 1 840

御園 1197 1 991 御園 1230 2 833

御園 1197 2 991 御園 1231 1 824

御園 1198 1 991 御園 1231 2 819

御園 1198 2 991 御園 1232 1 815

御園 1199 1 991 御園 1232 2 819

御園 1199 2 991 御園 1232 3 796

御園 1200 1 660 御園 1233 1 812

御園 1200 2 958 御園 1233 2 818

御園 1201 975 御園 1234 1 826

御園 1202 1 853 御園 1234 2 828

御園 1202 2 877 御園 1235 1 784

御園 1202 3 790 御園 1236 1 536

御園 1203 1 981 御園 1236 2 801

御園 1203 2 1,028 御園 1237 1 812

御園 1204 1 612 御園 1237 2 812

御園 1204 2 297 御園 1238 1 805

御園 1205 1 419 御園 1238 2 794

御園 1205 2 512 御園 1239 1 791

御園 1206 1 958 御園 1239 2 800

御園 1206 2 909 御園 1240 1 796

御園 1207 1 1,024 御園 1240 2 798

御園 1207 2 971 御園 1241 1 253

御園 1207 3 978 御園 1241 2 810

御園 1217 1 895 御園 1241 5 541

御園 1217 2 981 御園 1242 1 810

御園 1218 928 御園 1242 2 818

御園 1219 1 657 御園 1243 1 823

御園 1219 2 634 御園 1243 2 297

御園 1219 3 641 御園 1245 1 734

御園 1220 1 995 御園 1245 2 991

御園 1220 2 1,001 御園 1246 1 988

御園 1221 1 995 御園 1246 2 965

御園 1221 2 654 御園 1247 1 843

御園 1227 1 733 御園 1247 2 303

御園 1227 2 971 御園 1247 5 541

御園 1228 1 969 御園 1248 1 847

1



【重点促進区域２】長野県伊那市御園　農地 （別添２）
字 地番 枝番 地積 字 地番 枝番 地積

御園 1248 2 843 御園 1271 2 1,259

御園 1249 1 965 御園 1272 1 1,041

御園 1249 2 978 御園 1272 2 1,018

御園 1250 1 968 御園 1273 1 981

御園 1250 2 981 御園 1273 2 975

御園 1251 1 845 御園 1274 1 986

御園 1252 1 771 御園 1274 2 768

御園 1252 2 847 御園 1275 1 419

御園 1253 1 849 御園 1276 1 396

御園 1253 2 846 御園 1276 2 597

御園 1254 1 961 御園 1277 1 795

御園 1254 2 985 御園 1277 2 914

御園 1255 1 975 御園 1278 1,239

御園 1255 2 961 御園 1329 1 442

御園 1256 1 842 御園 1329 2 449

御園 1256 2 843 御園 1330 1 462

御園 1257 1 835 御園 1330 2 515

御園 1257 2 218 御園 1331 1 429

御園 1258 1 975 御園 1331 2 482

御園 1258 2 988 御園 1332 1 429

御園 1259 1 411 御園 1332 2 485

御園 1261 1 952 御園 1333 1 416

御園 1261 2 1,004 御園 1333 2 495

御園 1262 3 2,930 御園 1334 1 446

御園 1264 1 866 御園 1334 2 495

御園 1264 2 952 御園 1335 1 942

御園 1265 1 991 御園 1335 2 942

御園 1265 2 991 御園 1336 1 358

御園 1266 1 991

御園 1266 2 995

御園 1267 1 802

御園 1267 2 401

御園 1268 1 197

御園 1268 2 598

御園 1269 1 899

御園 1269 2 985

御園 1269 4 49

御園 1270 1 958

御園 1270 2 971

御園 1271 1 961

148筆 119,884㎡

2



【重点促進区域４】長野県伊那市平沢　農地 （別添３）
字 地番 枝番 地積 字 地番 枝番 地積

平沢 8928 1 1,991

平沢 8932 6,118

平沢 8934 5,392

平沢 8936 1 1,091

平沢 8936 2 3,985

平沢 8939 5,457

平沢 8944 1,834

平沢 8948 1 1,870

平沢 8951 1 3,078

平沢 8952 4,450

平沢 8953 1,419

平沢 8956 3,992

平沢 8959 1,844

平沢 8960 1,844

平沢 8961 977

平沢 8962 750

平沢 8964 3,600

平沢 8965 1,224

平沢 8966 1,554

平沢 8968 1,000

平沢 8971 1,579

21筆 55,049㎡

1



【重点促進区域７】長野県箕輪村大芝　（別添４）

地番 登記地目 ㎡

1634-61 畑 574

1634-62 畑 610

1634-63 畑 969

1634-64 畑 992

1634-65 畑 1969

1634-67 畑 974

1634-68 畑 982

1634-69 畑 4810

1634-74 畑 907

1634-75 畑 1983

1634-77 畑 971

1634-78 畑 1622

1634-92 畑 645

1634-93 畑 1007

1634-94 畑 995

1634-95 畑 1011

1634-96 畑 990

1634-97 畑 943

1634-98 畑 3955

1634-102 畑 990

1634-103 畑 1032

1634-104 畑 980

1634-105 畑 2023

1634-107 畑 997

1634-108 畑 932

1634-109 畑 654

1634-110 畑 1069

1634-111 畑 857

1634-112 畑 966

1634-113 畑 1048

1634-114 畑 949

1634-115 畑 972

1634-116 畑 979

1634-117 畑 992

1634-118 畑 996

1634-119 畑 1021

1634-120 畑 931

1634-121 畑 906

1634-122 畑 985

1634-123 畑 985

1634-124 畑 988

1634-125 畑 1012

1634-126 畑 860

1634-134 畑 865

1634-135 畑 878

1634-136 畑 853

1634-137 畑 906

1634-138 畑 954

1634-139 畑 974

1634-140 畑 517

1634-141 畑 537

1634-142 畑 465

1634-143 畑 352

1634-169 畑 436

1634-181 畑 56

1634-190 畑 42

2380-12 畑 5476

2380-14 畑 3853



2380-446 畑 1021

2380-447 畑 983

2380-448 畑 1976

2380-450 畑 936

2380-451 畑 1030

６３筆 74143


